
 

国 土 建 第 ４ ８ ２ 号 

令 和 ２ 年 ２ 月 ２ ８ 日 

都道府県及び政令指定都市主管部局の長 殿 

国土交通省土地・建設産業局建設業課長 

 

新型コロナウイルス感染症対策による学校等の臨時休業に伴う 

建設業法上の取扱いの明確化について 

 

現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について、感染の流行を早期に終息させる

ための極めて重要な時期にあり、令和２年２月 27 日の新型コロナウイルス感染対策本部におい

て、内閣総理大臣より、全国全ての小学校、中学校、高等学校、特別支援学校について、令和２

年３月２日から臨時休業を行うよう要請する旨の発言があったところです。 

このことを踏まえ、建設業法上の取扱いについて明確化しましたのでお知らせします。 

なお、学校の臨時休業などの感染拡大防止措置に伴って技術者等が確保できないといった事

情により、現場の施工を継続することが困難と認められる場合においては、必要に応じ、「施工中

の工事における新型コロナウイルス感染症の罹患に伴う対応について」（令和２年２月 25 日付け

国土入企第 52 号）の趣旨を踏まえ、工期の見直しや一時中止の措置を適切に講じるようお願い

いたします。 

貴職におかれましては、建設業者に対して適切に指導するとともに、貴管内の公共工事発注機

関等の関係行政機関及び建設業団体に対しても速やかに関係事項を周知していただくようお願

い致します。 

 

記 
 

・主任技術者又は監理技術者の「専任」の明確化について 

監理技術者等の「専任」については、「主任技術者又は監理技術者の「専任」の明確化につい

て（平成３０年１２月３日付け国土建第３０９号）」により、その取扱い等を明確化したところである

が、新型コロナウイルス感染症対策のため、全国全ての小学校、中学校、高等学校、特別支援学

校について、令和２年３月２日から臨時休業を行うよう要請されたことを受け、臨時休業に伴う育

児のため、監理技術者等が短期間工事現場を離れることについては、適切な施工ができる体制

を確保する（例えば、必要な資格を有する代理の技術者を配置する、工事の品質確保等に支障

の無い範囲内において、連絡を取りうる体制及び必要に応じて現場に戻りうる体制を確保する等）

とともに、その体制について、元請の監理技術者等の場合は発注者、下請の主任技術者の場合

は元請又は上位の下請の了解を得ていることを前提として、差し支えない。 

 

・監理技術者等の途中交代について 



 

監理技術者制度運用マニュアルにおいて、監理技術者等の工期途中での交代は、当該工事に

おける入札・契約手続きの公平性の確保を踏まえた上で、慎重かつ必要最小限とする必要があり、

これが認められる場合としては、監理技術者等の死亡、傷病、出産、育児、介護または退職等の

真にやむを得ない場合等とされているが、新型コロナウイルス感染症対策のため、全国全ての小

学校、中学校、高等学校、特別支援学校について、令和２年３月２日から臨時休業を行うよう要請

されたことを受け、臨時休業に伴う育児のため、監理技術者等が職務を継続できない場合や工期

及び工事内容に大幅な変更が発生した場合等も真にやむを得ない場合に含むものとする。 

 

・恒常的な雇用関係の取扱いについて 

監理技術者制度運用マニュアルにおいて、国、地方公共団体等が発注する建設工事で発注者

から直接請け負う建設業者の専任の監理技術者等については、所属建設業者から入札の申込

のあった日以前に３ヶ月以上の雇用関係にあることが必要とされているが、新型コロナウイルス

感染症対策のため、全国全ての小学校、中学校、高等学校、特別支援学校について、令和２年３

月２日から臨時休業を行うよう要請されたことを受け、臨時休業に伴う育児のため、当該建設業

者に要件を満たす技術者がいない場合など、緊急の必要その他やむを得ない事情がある場合に

ついては、３ヶ月未満の雇用関係であっても差し支えないこととする。 

 
以上 

 
 

 



   

事 務 連 絡 

令和２年３月１１日 

 

 

建設業者団体の長 殿 

 

 

国土交通省土地・建設産業局建設業課長 

 

 

公共工事の代価の中間前金払及び既済部分払の活用 

並びに手続の簡素化・迅速化の促進について 

 

 

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等に伴う工期の見直しや請負代金額の

変更、施工の継続が困難な場合の一時中止の対応等については、「施工中の工事にお

ける新型コロナウイルス感染症の罹患に伴う対応について」（令和２年２月 25 日付け

国土入企第 52 号）等により、地方公共団体等あてに通知するとともに、貴団体など

建設業者団体等あてにも参考送付させていただいたところです。 

 今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止措置に伴う工期の見直しや、請負

代金額の変更、施工の継続が困難な場合の一時中止の対応等に伴って、建設企業の資

金繰りに支障が生じることのないよう、別添とおり、「公共工事の代価の中間前金払

及び既済部分払の活用並びに手続の簡素化・迅速化の促進について」（令和２年３月

11 日付け国土入企第 53 号）により、都道府県及び政令指定都市の主管部局長あてに

通知を行っていますので、参考まで送付いたします。  

 貴職におかれましては、当該取組についてご理解と適切な対応をお願いするととも

に、会員、傘下団体等に周知いただきますようお願いいたします。 



 

国土入企第５３号 

令和２年３月１１日 
 
 

各都道府県入札契約担当部局長 殿 
各指定都市入札契約担当部局長 殿 

 

 

国土交通省土地・建設産業局建設業課長 
 
 

公共工事の代価の中間前金払及び既済部分払の活用 

並びに手続の簡素化・迅速化の促進について 

 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等に伴う工期の見直しや請負代金

額の変更、施工の継続が困難な場合の一時中止の対応等については、「施工中の

工事における新型コロナウイルス感染症の罹患に伴う対応について」（令和２年

２月 25 日付け国土入企第 52 号）等により、適切な対応をお願いしているとこ

ろです。  

公共工事の代価の中間前金払については、「公共工事の円滑な施工確保につい

て」（令和２年１月 31 日付け総行行第 24 号・国土入企第 47 号）等において、

その適切な実施などについて累次お願いしてきたところですが、公共工事の一

時中止措置等に伴い、建設企業の資金繰りに支障が生じることのないよう、中

間前金払を導入している団体においては、地方自治法施行令等の規定により前

金払を行うことができる工事について、受注者である建設企業の意向も踏まえ、

できる限り速やかに前金払を行うなど、中間前金払の迅速かつ円滑な実施に努

めるようお願いします。 

また、公共工事の請負契約については、公共工事標準請負契約約款第 37 条に

おいて、受注者は、工事完成前に出来形部分等に相応する請負代金相当額の一

定の額について部分払を請求することができることとされていますので、受注

者の意向を踏まえ、請求があった場合には、適切にご対応いただくようお願い

します。  

なお、国土交通省直轄工事において、今般「公共工事の代価の中間前金払及

び既済部分払等の手続の簡素化・迅速化の促進について」（令和２年３月 11 日

付け国地契第 57 号、国官技第 386 号、国営設第 178 号）を別添のとおり通知し

ておりますので、本通知を参考の上、手続の簡素化・迅速化を図ることにより、

受注者において、これらの制度を迅速かつ円滑に利用できる環境の整備に努め

ていただけるよう、お願いいたします。 

また、各都道府県におかれては、貴都道府県内の関係市町村（指定都市を除

く。）に対しても、周知を宜しくお願いします。 
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国 地 契 第 5 7 号 

国 官 技 第 3 8 6 号 

国 営 設 第 1 7 8 号 

令和２年３月 11 日 

 

各 地 方 整 備 局 総務部長 殿 

     企画部長 殿 

     営繕部長 殿    

国土技術政策総合研究所 総務部長 殿 

国 土 地 理 院 総務部長 殿 

 

 大臣官房             

地 方 課 長 

技 術 調 査 課 長 

官庁営繕部設備・環境課長 

 

公共工事の代価の中間前金払及び既済部分払等の 

手続の簡素化・迅速化の促進について 

 

公共工事の代価の中間前金払及び既済部分払等については、「公共工事の代価

の中間前金払について」（昭和 47 年７月 25 日付け建設省会発第 633 号）、

「公共工事の代価の中間前金払に係る認定等の取扱について」（昭和 47 年７

月 25 日付け建設省会発第 634 号）、「中間前金払をした工事について既済部

分払ができることの特例について」（昭和 48 年３月 22 日付け建設省会発第

1279 号）及び「「中間前金払をした工事について既済部分払ができることの

特例について」の新型コロナウイルス感染症に係る運用の明確化について」

（令和２年３月１１日付け事務連絡）に基づき実施されているところである

が、その手続に当たっては、下記の事項に留意し、遺漏なきよう措置された

い。 

 また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴う工事の一時中止等を

実施する受注者について、当該一時中止等によって受注者の資金繰りが逼迫す

ることのないよう、本措置を適切に運用されたい。 

なお、「公共工事の代価の中間前金払及び既済部分払等の手続の簡素化・迅

速化の促進について」（平成 10 年 11 月 27 日付け建設省厚発第 47 号、建設省

技調発第 227 号、建設省営監発第 84 号）は廃止する。 

 

記 

 

１．中間前金払に係る認定の簡素化・迅速化 

(１) 「公共工事の代価の中間前金払に係る認定等の取扱について」(昭和

47 年７月 25 日建設省会発第 634 号)における認定資料としては、工事
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請負契約書（「工事請負契約書の制定について」（平成７年６月 30 日

付け建設省厚契発第 25 号）の別冊をいう。以下同じ。）第 11 条に基づ

く履行報告書をもって足りることとする。 

(２) 設計図書の変更指示書に基づき、新規工種等の追加指示が行われてい

れば、当該新規工種等の追加に係る契約書の変更が行われていなくて

も、当該新規工種等に係る出来高を、認定対象とする出来高に含めるこ

とができるものとする。 

(３) 工事請負契約書第 34 条第４項に基づく中間前払金に係る認定の請求

があった場合は、直ちに認定を行い、結果を通知することとしている

が、受注者が提出する資料に内容の不備若しくは提出の遅滞があったと

き又は連休期間前その他特別の事情があるときを除き、当該請求を受け

た日から遅くとも７日以内に当該通知を行うこととする。また、工事請

負契約書第 34 条第３項に基づく中間前払金の支払請求があったとき

は、当該支払請求を受けた日から 14 日以内に当該支払を行うことと定

めているところであるが、手続の一層の迅速化に努めること。 

 

２．既済部分検査等の簡素化 

(１) 中間技術検査を実施済みの工事目的物の部分については、当該中間技

術検査結果をもって、既済部分検査結果とみなすことができるものとす

る。 

(２) 既済部分検査等を実施済みの工事目的物の部分については、工事の完

成を確認するための検査を、当該既済部分検査後の変状を目視により確

認すること等により行うことができるものとする。なお、現場での目視

による確認に代わり遠隔臨場による確認も可とする。 

(３) 既済部分検査等に際しては、現場の清掃、片付け等の実施を受注者に

求めないものとする。なお、これらの措置は、障害物の存在等により検

査の実施に支障が生じる場合に、障害物の移動等を適宜求めることを妨

げるものではない。 

(４) 既済部分検査等においては、工事写真について、提出対象とするもの

以外の写真は、管理ファイルの作成やファイル名等の整理状況を問わな

いものとする。 

(５) 既済部分検査等の対象資料として準備を求めるもののうち、別途定め

るものについて、当該対象資料の準備が検査の実施日までに困難な場合

等には、代替する方法をもって検査を行うことができるものとする。 

(６) 検査を実施する際には、契約書及び設計図書のいずれにも準備の必要

の根拠を持たない必要以上の関連資料の準備を求めないものとする。 

(７) ２．（３）から（６）の簡素化措置の適用を受注者が求めた場合等

に、その事実をもって工事成績に係るマイナス要因として評価しないこ

と。 

 



 

３．関係者への周知 

本通知の内容については、既に発注している工事の受注者等に、別紙１の

通知文案並びに中間前金払をした工事について既済部分払ができることの特

例に関する別紙２及び別紙３の通知等を参考として適切に周知されたい。 

  



 

 

 

各 位 

○○地方整備局(○○事務所) 

公共工事の代価の中間前金払及び既済部分払等の 

手続の簡素化の促進について 

 

標記について、当局(事務所)では、以下の運用を行うこととしたので、参考

まで通知する。 

 

記 

 

１．中間前金払に係る認定の簡素化等 

(１) 工事請負契約書（「工事請負契約書の制定について」（平成７年６月

30 日付け建設省厚契発第 25 号）の別冊をいう。以下同じ）第 34 条第

４項に基づく中間前金払に係る認定の条件として、工期の２分の１を経

過し、かつおおむね工程表によりその時期までに実施すべき工事が行な

われ、その進捗が金額面でも２分の１(国庫債務負担行為にあっては、

年割額の２分の１)以上であることを確認しているところであるが、こ

こで進捗が金額面でも２分の 1 以上であることを認定するために必要な

資料としては、工事請負契約書第 11 条及び土木工事共通仕様書第１編

第１章第１節 24 条に基づく履行報告書をもって足りることとする。 

注） 本項は、出来高の数値に疑義がある場合に、当該数値の根拠とな

る資料の提示等を求める発注者としての権利を排除するものではな

い。 

(２) 土木工事共通仕様書第１編第１章第１節 14 条に基づく設計図書の変

更指示書により、新規工種等の追加指示が行われていれば、当該新規工

種等の追加に係る契約書の変更が行われていなくても、当該新規工種等

に係る出来高を、認定対象とする出来高に含めることができるようにす

る。 

注１） 新規工種等に係る出来高を認定対象とする出来高に含めること

は、受注者が出来高計算の際に用いた単価、数量等を発注者とし

て確認したことを意味するものではないので契約書の変更に係る

協議等にあたり留意されたい。また、出来高の計算にあたって

は、以下の式を適用することとなるので留意されたい。 

（出来高)＝（Ｂ＋Ｃ）／Ａ 

Ａ：中間前払金の支払請求時点における請負代金額 

Ｂ：中間前払金の支払請求時点における契約内容に対応した出

来高 

Ｃ：当該部分に係る契約書の変更が未実施の部分(土木工事共通

別紙１ 



 

仕様書第１編第１章第１節 14 条に基づく変更指示文書発出

済のものに限る) 

注２） 履行報告書において契約済部分の出来高(上式のＢ／Ａ項にあ

たる数値)のみ記述している場合で、当該契約済部分の出来高が

50％に満たないが、上式による出来高((Ｂ＋Ｃ)／Ａ)であれば

50％以上となるときは、上式による出来高を適切に付記し、発注

者が確認できるようにされたい。 

(３) 工事請負契約書第 34 条第４項に基づく中間前払金に係る認定の請求

があった場合は、直ちに認定を行い、結果を通知することとしている

が、受注者が提出する資料に内容の不備若しくは提出の遅滞があったと

き又は連休期間前その他特別の事情があるときを除き、当該請求を受け

た日から遅くとも７日以内に当該通知を行うこととする。また、工事請

負契約書第 34 条第３項に基づく中間前払金の支払請求があったとき

は、当該支払請求を受けた日から 14 日以内に当該支払を行うことを定

めているところであるが、手続の一層の迅速化に努めることとする。 

注１） 発注者内の訓令的措置であり、契約書の変更にあたるものでは

ないことに留意されたい。 

注２） 中間前払金に係る認定の請求から支払までの時間に係る比較図

を下に示す。 

 

 

２．既済部分検査等の簡素化 

(１) 中間技術検査を実施済みの工事目的物の部分については、当該中間技

術検査結果をもって、既済部分検査結果とみなすことができるものとす

る。 

(２) 既済部分検査等を実施済みの工事目的物の部分については、工事の完

成を確認するための検査を、当該既済部分検査後の変状を目視により確

認すること等により行うことができるものとする。なお、現場目視での

確認に代わり遠隔臨場での確認も可とする。 

(３) 既済部分検査等に際しては、現場の清掃、片付け等の実施を請負者に

求めないものとする。なお、これらの措置は、障害物の存在等により検

査の実施に支障が生じる場合に、障害物の移動等を適宜求めることを妨

げるものではない。 

(４) 既済部分検査等においては、工事写真について、提出対象とするもの

以外の写真は、管理ファイルの作成やファイル名等の整理状況を問わな

認定請求 → 認定通知 → 支払請求 → 支　　払

（工事請負契約書の規定）

（迅速化の内容）

直ちに 14日以内

遅くとも７日以内 一層の迅速化



 

いものとする。 

(５) 既済部分検査等の対象資料として準備を求めるもののうち、別途定め

るものについて、当該対象資料の準備が検査の実施日までに困難な場合

等には、代替する方法をもって検査を行うことができるものとする。 

注） 本項で「別途定めるもの」としているのは、具体的には当面以

下の内容とする。 

ａ） 完成写真提出遅延の容認 

 既済部分検査においては、完成写真部分の提出は、検査の当日

ではなく、後日とすることができることとする。この場合、完成

写真に代わる完成状況の確認は現場での目視等によって行うこと

とする。なお、現場での目視による確認に代わり遠隔臨場による

確認も可とする。 

ｂ） コンクリートの４週強度検査の簡素化 

 検査実施時点において、コンクリートの品質確認のため、４週

強度検査結果の確認が通常必要と考えられる場合において、検査

時点で４週強度試験結果がでていないときは、１週強度検査結果

から４週強度試験結果を推定して検査を行うことができるものと

する。 

(６) 検査を実施する際には、契約書及び設計図書のいずれにも準備の必要

の根拠を持たない必要以上の関連資料の準備を求めないものとする。な

お、「検査書類限定型モデル工事について（依頼）」（令和元年７月１

日付け建設システム管理企画室長事務連絡）の別紙「実施要領」による

方法を実施することも可とする。 

(７) ２．（３）から（６）の簡素化措置の適用を受注者が求めた場合等

に、その事実をもって工事成績に係るマイナス要因として評価しないこ

ととする。 

注） 以上の（１）～（７）の各項は、発注者内の訓令的措置であり、

契約書の変更にあたるものではないことに留意されたい。 

  









 

建設省会発第 1279 号 

昭和 48 年３月 22 日 

 

官 庁 営 繕 部 長 

各 地 方 建 設 局 長 あて 

北 海 道 開 発 局 長 

沖縄総合事務局次長 

  

会計課長 

 

中間前金払をした工事について既済部分払ができることの特例について 

 

 中間前金払をした工事が、請負金額の３分の２以上に相当する工事出来高が

ある場合において、国の都合又は天候の不良等請負人の責に帰することができ

ない事由その他正当な事由により当該工事が、年度内に完成することができず

繰越が予想されるものについては、昭和 47 年７月 25 日付け建設省会発第 633

号で通達された「公共工事の代価の中間前金払について」の記１の(2)の特例

として、次の式により算定して得た額を既済部分払として行なうことができる

こととされたので、通知する。 

なお、この既済部分払を行なうか否かについては、契約書第 46 条（編 注現

行の工事請負契約書では第 55 条に当たる。）を適用し、請負者と協議の上決

定するものとし、既済部分払を行なう場合にあつては、覚書又は協議書により

行なうものであるので、念のため申し添える。 

 

 算定方式 

  既済部分払金額＝工事出来高金額×








 
９

10
 － 

前払金額

請 負 額
  －

中間前払

金  額
    

 おつて、この通知に基づく既済部分払を行なつたものについては、その工事

件名、請負額、既済部分払金額及び繰越理由を記載した書面を本職あて送付せ

られたい。 

  

別紙２ 



 

事 務 連 絡 

令和２年３月１１日 

 

 

各地方整備局等会計課長等 あて 

 

 大臣官房会計課企画専門官（法規担当） 

 

「中間前金払をした工事について既済部分払ができることの特例について」の

新型コロナウイルス感染症に係る運用の明確化について 

 

公共工事の代価の中間前金払及び既済部分払等（以下「中間前金払等」とい

う。）については、「公共工事の代価の中間前金払について」（昭和 47 年７

月 25 日付け建設省会発第 633 号）、「公共工事の代価の中間前金払に係る認

定等の取扱について」（昭和 47 年７月 25 日付け建設省会発第 634 号）及び

「中間前金払をした工事について既済部分払ができることの特例について」

（昭和 48 年３月 22 日付け建設省会発第 1279 号）に基づき実施されていると

ころであるが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事の一時

中止等を実施する受注者に対して中間前金払等を実施することが予想されるこ

とから、下記の事項に留意し、適正な運用を図られたい。 

 

記 

 

１．「その他正当な事由」について 

中間前金払等を行うことができる工事については、「国の都合又は天候の不

良等請負人の責に帰することができない事由その他正当な事由により当該工事

が年度内に完成することができず繰越が予想されるもの」としているところで

あるが、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けて一時中止等

を行った工事については、「その他正当な事由」があるものとして取り扱うこ

ととして差し支えない。 

 

２．会計課長への書面の送付時期について 

 「中間前金払をした工事について既済部分払ができることの特例について」

に基づく既済部分払を行ったものに係る書面については、おつて本職（会計課

長）へ送付することとしているところであるが、この送付時期については、令

和元年度終了後であっても差し支えない。 

 

別紙３ 



事 務 連 絡 

令和２年３月１９日 

 

 

主な民間発注者団体の長 殿 

 

 

国土交通省土地・建設産業局建設業課長 

 

 

施工中の工事における新型コロナウイルス感染症の 

罹患に伴う対応等の解釈等について 

 

 

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等に伴う工期の見直しや請負代金額の

変更、施工の継続が困難な場合の一時中止の対応等については、「施工中の工事にお

ける新型コロナウイルス感染症の罹患に伴う対応について」（令和２年２月 25 日付け

国土入企第 52 号）等により、地方公共団体等あてに通知するとともに、貴団体など

民間発注者団体等あてにも参考送付させていただいたところです。 

 「施工中の工事における新型コロナウイルス感染症の罹患に伴う対応について」の

記３．及び４．等における工期の見直しや請負代金額の変更、一時中止の対応等につ

いては、新型コロナウイルス感染症の罹患や、学校の臨時休業などの感染拡大防止措

置に伴って技術者等が確保できない場合の他、資機材等が調達できないなどの事情で

現場の施工を継続することが困難となった場合についても、受注者の責によらない事

由によるものとして、適切に対処されるべきものと解されることなどについて、別添

１、２のとおり、地方公共団体及び建設業者団体等あてに通知等を行っておりますの

で、参考まで送付いたします。  

なお、今回の新型コロナウイルス感染症の影響に伴う資機材等の調達困難や感染者

の発生等については、受発注者の故意又は過失により施工できなくなる場合を除き、

建設工事標準請負契約約款における「不可抗力」に該当するものと考えられます。こ

の場合、受注者は、発注者に工期の延長を請求できるとともに、増加する費用につい

ては発注者と受注者が協議をして決めることとされておりますので、貴団体傘下の企

業が発注する工事におかれましても適切な対応が図られるよう、よろしくお取り計ら

い願います。 

Administrator
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事 務 連 絡 

令和２年４月８日 

 

 

建設業者団体の長 殿 

 

 

国土交通省土地・建設産業局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた 

工事及び業務の対応について 

 

 

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等に伴う工期の見直しや請負代金額の

変更、施工の継続が困難な場合の一時中止の対応等については、「施工中の工事にお

ける新型コロナウイルス感染症の罹患に伴う対応について」（令和２年２月 25 日付け

国土入企第 52 号）等により、地方公共団体等あてに通知するとともに、貴団体など

建設業者団体等あてにも参考送付させていただいたところです。 

 令和２年４月７日、内閣総理大臣より新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づ

く緊急事態宣言がされたことを踏まえ、施工中の工事等における一時中止措置等の対

応や、新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等について、別添１のとおり地方公

共団体あてに通知するとともに、別添２のとおり民間発注者団体等あてに事務連絡を

送付しておりますので、参考まで送付いたします。 

 

なお、新型コロナウイルス感染症については、特に、①密閉空間、②密集場所、③

密接場面という３つの条件（以下「三つの密」という。）が同時に重なる場では、感染

を拡大するリスクが高いと考えられています。また、これ以外の場であっても、人混

みや近距離での会話、特に大きな声を出すこと等にはリスクが存在すると考えられて

います。  

 建設工事の現場では、対象地域の内外を問わず、多人数での作業や打合せをはじめ、

三つの密が生じかねない場面も想定されることから、元請事業者をはじめ、下請事業

者や技能者等、施工に携わるそれぞれの立場において、極力、三つの密を回避する対

策やその影響を最大限軽減するための行動がなされることが重要です。  

 特に、建設現場における朝礼・点呼や現場事務所等における各種の打合せ、更衣室

等における着替えや詰め所等での食事・休憩など、現場で多人数が集まる場面や密室・

密閉空間における作業などにおいては、他の作業員と一定の距離を保つことや作業場

所の換気の励行など、三つの密の回避や影響を緩和するための対策に万全を期す必要

があります。 

 



   

 これらを踏まえ、施工に伴う三つの密の発生が極力回避されるとともに、やむを得

ず必要な場合においてもその影響緩和のための対策が徹底されるよう、適切な対応を

宜しくお願いいたします。 

 

 貴職におかれましては、当該取組についてご理解と適切な対応をお願いするととも

に、会員、傘下団体等に周知いただきますようお願いいたします。 



 
 

国土入企第６号 

令和２年４月８日 

 

 

各都道府県入札契約担当部局長 殿 
各指定都市入札契約担当部局長 殿 
 

 

国土交通省土地・建設産業局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた 

工事及び業務の対応について 

 

 

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等に伴う工期の見直しや請負代金額の

変更、施工の継続が困難な場合の一時中止の対応等については、「施工中の工事にお

ける新型コロナウイルス感染症の罹患に伴う対応について」（令和２年２月 25 日付け

国土入企第 52 号）等により、随時適切な対応をお願いしてきたところでありますが、 

令和２年４月７日、内閣総理大臣より新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく

緊急事態宣言がされましたので、貴団体におかれましては、当該宣言を踏まえ、今後

の工事及び測量・調査・設計等の業務（以下「工事等」という。）について、下記によ

り適切な対応を行っていただきますよう、宜しくお願いします。 

なお、新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた、国土交通省直

轄事業における工事等の対応について、別添のとおり定めましたので、ご参考にお

知らせします。 

各都道府県におかれては、貴都道府県内の関係市町村（指定都市を除く。）に対して

も、周知を宜しくお願いします。 

 

記 

 

１．施工中の工事等における新型コロナウイルス感染症に係る一時中止措置等の対応

について 

 

緊急事態措置を実施すべき区域（以下「対象地域」といい、今後、追加される区

域を含む。）における工事等については、対象地域に係る都道府県知事からの要請

を踏まえ、受注者からの申出があった場合には、受発注者間で協議を行った上で、

工期の見直しやこれに伴い必要となる請負代金額の変更、一時中止の対応等、適切

な措置を行うようお願いします。 
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また、対象地域外における工事等についても、新型コロナウイルス感染症の罹患

や学校の臨時休業等の感染拡大防止措置に伴い技術者等が確保できない場合、また、

これらにより資機材等が調達できないなどの事情で現場の施工を継続することが

困難となった場合の他、受注者から一時中止等の申出があった場合においては、一

時中止等を希望する期間のほか、受注者の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防

止に向けた取組状況、地方公共団体からの活動自粛要請等の事情を個別に確認した

上で、必要があると認められるときは、工期の見直し及びこれに伴い必要となる請

負代金額の変更、一時中止の対応等、適切な措置を行うようお願いします。 

 

なお、これらの場合においては、特段の事情がない限り、受注者の責によらない

事由によるものとして取り扱われるべきものと解されますので、宜しくお取り計ら

いください。 

また、以上の措置を講じるに当たっては、令和２年４月７日に改正された「新型

コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」において、社会の安定の維持の観点

から、緊急事態措置の期間中にも、河川や道路などの公物管理や公共工事など、安

全安心に必要な社会基盤に係る事業者については最低限の事業継続が要請されて

いることにご留意の上、適切な対応をお願いします。 

 

 

 

２．施工中の工事等における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等について 

 

施工中の工事等における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等については、

以下を踏まえ、適切な対応を行っていただくようお願いします。 

 

（１）公共工事の円滑な施工確保を図る観点からも、施工中の工事の現場等におい

ては、現場状況などを勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れ

る箇所の定期的な消毒、手洗い・うがいなど、感染予防の対応を徹底するととも

に、担当職員のみならず、受注者を通じてすべての作業従事者等の健康管理に留

意いただきますよう、宜しくお願いします。 

 

（２）施工中の工事等について、新型コロナウイルス感染症の感染者及び濃厚接触

者があることが判明した場合はもとより、速やかに受注者から発注者に報告する

など、所要の連絡体制の構築を図っていただくとともに、都道府県等の保健所等

の指導に従い、感染者本人や濃厚接触者の自宅待機をはじめ、適切な措置が講じ

られるようお願いします。 

 

（３）新型コロナウイルス感染症については、特に、①密閉空間、②密集場所、③密

接場面という３つの条件（以下「三つの密」という。）が同時に重なる場では、感

染を拡大するリスクが高いと考えられています。また、これ以外の場であっても、



 
 

人混みや近距離での会話、特に大きな声を出すこと等にはリスクが存在すると考

えられています。  

   建設工事の現場では、対象地域の内外を問わず、多人数での作業や打合せをは

じめ、三つの密が生じかねない場面も想定されることから、元請事業者をはじめ、

下請事業者や技能者等、施工に携わるそれぞれの立場において、極力、三つの密

を回避する対策やその影響を最大限軽減するための行動がなされることが重要

です。  

   特に、建設現場における朝礼・点呼や現場事務所等における各種の打合せ、更

衣室等における着替えや詰め所等での食事・休憩など、現場で多人数が集まる場

面や密室・密閉空間における作業などにおいては、他の作業員と一定の距離を保

つことや作業場所の換気の励行など、三つの密の回避や影響を緩和するための対

策に万全を期す必要があります。 

   貴団体が発注する工事においても、これらを踏まえ、施工に伴う三つの密の発

生が極力回避されるとともに、やむを得ず必要な場合においてもその影響緩和の

ための対策が徹底されるよう、受注者に対して周知徹底を図るなど、適切な対応

を宜しくお願いいたします。  

 

以上 



 

国 地 契 第 １ 号 

国 官 技 第 ６ 号 

国 営 管 第 1 2 号 

国 営 計 第 １ 号 

 国 港 総 第 1 6 号 

国 港 技 第 ３ 号 

国空予管第 15 号 

国 空 空 技 第 ５ 号 

国 空 交 企 第 ３ 号 

国 北 予 第 １ 号 

令和２年４月７日 

 

大臣官房官庁営繕部 各 課 長 殿 

各 地 方 整 備 局  総 務 部 長 殿 

企 画 部 長 殿 

営 繕 部 長 殿 

港湾空港部長 殿 

北 海 道 開 発 局 事業振興部長 殿 

営 繕 部 長 殿 

各 地 方 航 空 局 総 務 部 長 殿 

空 港 部 長 殿 

保 安 部 長 殿 

国土技術政策総合研究所 総 務 部 長 殿 

          管理調整部長 殿 

国 土 地 理 院  総 務 部 長 殿 

 

   国土交通省  

大 臣 官 房 地 方 課 長 

大 臣 官 房 技 術 調 査 課 長 

大臣官房官庁営繕部管理課長 

大臣官房官庁営繕部計画課長 

港 湾 局 総 務 課 長 

港 湾 局 技 術 企 画 課 長 

航 空 局 予 算 ・ 管 財 室 長 

     航空局航空ネットワーク部空港技術課長 

航空局交通管制部交通管制企画課長 

北 海 道 局 予 算 課 長

（ 公 印 省 略 ） 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた 

工事及び業務の対応について 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について、令和２年４月７日に内閣総理

大臣より緊急事態宣言が発出された。また、同日改正された、新型コロナウイルス感染
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症対策の基本的対処方針において、緊急事態宣言時に事業の継続が求められるものと

して、河川や道路などの公物管理、公共工事が挙げられている。これらを踏まえ、今後

の工事及び業務について、下記の通り取扱いを定めたので、遺漏なきよう措置された

い。 

なお、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止

措置等について」（令和２年２月 27日付け国地契第 44号、国官技第 357号、国営管第

384号、国営計第 120号、国港総第 593号、国港技第 83号、国空予管第 807号、国空

空技第 520号、国空交企第 371号、国北予第 45号）、「新型コロナウイルス感染症の感

染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止に係る申出があった場合の措置の延長等

について」（令和２年３月 11日付け国地契第 59号、国官技第 387号、国営管第 422号、

国営計第 134号、国港総第 638号、国港技第 88号、国空予管第 855号、国空空技第 553

号、国空交企第 399号、国北予第 48号）及び「新型コロナウイルス感染症の感染拡大

防止に向けた工事及び業務の今後の対応について」（令和２年３月 19 日付け国地契第

67号、国官技第 398号、国営管第 446号、国営計第 138号、国港総第 680号、国港技

第 97号、国空予管第 886号、国空空技第 570号、国空交企第 413号、国北予第 50号）

（以下「旧通知」という。）は廃止する。 

 

記 

 

Ⅰ．既契約の工事及び業務 

１．受発注者による協議と受注者の希望に応じた一時中止措置等（対象地域内） 

緊急事態措置を実施すべき区域（以下「対象地域」といい、今後、追加される区域

を含む。）における工事又は測量・調査・設計等の業務（以下「工事等」という。）に

ついては、対象地域に係る都道府県知事からの要請を踏まえつつ、今後の対応につい

て受発注者による協議を行う。 

この協議の結果、受注者から工事等の一時中止や工期又は履行期間の延長（以下「一

時中止等」という。）の希望がある場合には、受注者の責めに帰すことができないも

のとして、契約書に基づき工事等の一時中止や設計図書等の変更（以下「一時中止措

置等」という。）を行う。なお、一時中止措置等行った場合においては、契約書の規

定に基づき、必要に応じて請負代金額若しくは業務委託料の変更又は工期若しくは履

行期間の延長を行うなど、適切に対応する。一時中止の期間は、対象地域における新

型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を踏まえ、適切に設定する。 

また、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針において、緊急事態宣言時

に事業の継続が求められるものとして、河川や道路などの公物管理、公共工事が挙げ

られており、少なくとも、通年維持工事等の社会機能の維持に不可欠な工事等や災害

復旧等の国民の生命・財産の保護のために緊急かつ必要な工事等については、極力継

続する前提で協議を行い、受注者から一時中止等の希望がある場合には、事情を十分

に聴取した上で一時中止措置等を行うとともに、必要な対応を行うこととする。 

なお、対象地域外における工事等であっても、工事等の従事者の多くが対象地域か

ら通勤している場合には、上記に準じて対応するものとする。 

 

２．受注者の希望に応じた一時中止措置等（対象地域外） 

  対象地域外における工事等について、受注者から一時中止等の希望の申出がある

場合には、一時中止等を希望する期間のほか、受注者の新型コロナウイルス感染症の



 

感染拡大防止に向けた取組状況（テレワークや時差出勤の状況等）、従業員の状況（従

業員の健康状態、臨時休校に伴う育児の必要性等）、地方公共団体からの活動自粛要

請等の事情を個別に確認した上で、必要があると認められるときは、１．に準じた措

置を行う。 

 

３．工事等の継続又は再開に当たっての感染拡大防止対策の徹底（共通） 

対象地域の内外や緊急事態宣言の前後を問わず、工事等を継続又は再開する場合に

は、受注者における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の実施状況を発注

者が適宜確認するなど、受発注者双方において、新型コロナウイルス感染症の感染拡

大防止対策が適切に実施されるよう取り組むこととする。 

この際、密閉・密集・密接の３つの密を防ぐほか、測量・調査・設計等の業務にお

いては極力テレワーク等を実施する。 

 

 

Ⅱ．入札等手続中及び今後公告する工事及び業務 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に万全を期す観点から、工事等の入札等

の手続については、当分の間、以下の通りとする。 

 

１．入札等の手続について（共通） 

工事等の競争参加資格や総合評価落札方式等の評価項目として、企業・技術者の資

格や実績、成績、表彰、継続教育（CPD）の取組状況、手持ち業務量等を考慮してい

るところであるが、入札等手続中及び今後公告する工事等については、旧通知や本通

知Ⅰ．、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた監理技術者講習の延期等

による影響を踏まえ、例えば以下の事項を検討するなど、適宜柔軟な対応を行うこと

とする。 

・ 競争参加資格確認申請書及び資料等の提出期限を延長する。 

・ 旧通知や本通知Ⅰ．に基づいて一時中止措置等を行ったことにより完成しない工

事等について、評価の対象とする。 

・ 旧通知や本通知Ⅰ．に基づいて測量・調査・設計等の業務の一時中止措置等を行

ったことにより完了が令和元年度から令和２年度に変更となった業務については、

令和２年度の入札公告における手持ち業務とみなさない。 

 

２．ヒアリングの実施について（共通） 

今後公告する案件については、原則ヒアリングを実施しないこととする。また、既

に公告済みの案件でヒアリングの実施を予定しているものについては、その必要性を

再検討し、可能な限り省略すること。 

なお、ヒアリングの実施が真に必要と認められる場合には、以下の対応を行うこと

とする。 

・ 本人確認を確実に実施し、ヒアリング内容を録音しない等の配慮をした上で、可

能な限り、電話や WEBによるテレビ会議システムを活用する。 

・ やむを得ず対面でのヒアリングの実施が必要となった場合は、あらかじめ相手方

に対し最小限の人数で参加するよう要請するとともに、風通しの悪い空間や人が至

近距離で会話する環境での実施を避け、マスク着用を推奨する等、感染拡大防止の

対策を徹底するとともに、出席者全員の氏名を確実に記録する。 



事 務 連 絡 

令和２年４月８日 

 

 

主な民間発注者団体の長 殿 

 

 

国土交通省土地・建設産業局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた 

工事及び業務の対応について 

 

 

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等に伴う工期の見直しや請負代金額の

変更、施工の継続が困難な場合の一時中止の対応等については、「施工中の工事にお

ける新型コロナウイルス感染症の罹患に伴う対応について」（令和２年２月 25 日付け

国土入企第 52 号）等により、地方公共団体等あてに通知するとともに、貴団体など

民間発注者団体等あてにも参考送付させていただいたところです。 

 令和２年４月７日、内閣総理大臣より新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づ

く緊急事態宣言がされたことを踏まえ、施工中の工事等における一時中止措置等の対

応や、新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等について、別添１のとおり地方公

共団体あてに通知するとともに、別添２のとおり建設業者団体等あてに事務連絡を送

付しておりますので、参考まで送付いたします。 

なお、今回の新型コロナウイルス感染症の影響に伴う資機材等の調達困難や感染者

の発生等については、受発注者の故意又は過失により施工できなくなる場合を除き、

建設工事標準請負契約約款における「不可抗力」に該当するものと考えられます。こ

の場合、受注者は、発注者に工期の延長を請求できるとともに、増加する費用につい

ては発注者と受注者が協議をして決めることとされておりますので、貴団体傘下の企

業が発注する工事におかれましても適切な対応が図られるよう、よろしくお取り計ら

い願います。 
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国 地 契 第 ２ 号 

国 官 技 第 ８ 号 

国 営 管 第 1 6 号 

国 営 計 第 ３ 号 

国 北 予 第 ２ 号 

令和２年４月９日 

 

大臣官房官庁営繕部 各 課 長 殿 

各 地 方 整 備 局 総 務 部 長 殿 

            企 画 部 長 殿 

            営 繕 部 長 殿 

北 海 道 開 発 局 事業振興部長 殿 

国土技術政策総合研究所 総 務 部 長 殿 

国 土 地 理 院 総 務 部 長 殿 

 

  大臣官房       

地 方 課 長 

技 術 調 査 課 長 

官庁営繕部管理課長 

官庁営繕部計画課長 

                              北海道局   

予 算 課 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

新型コロナウイルス感染症の影響拡大を受けた登録基幹技能者の 

講習修了証有効期限の取扱い等について 

 

 今般の新型コロナウイルス感染症の影響拡大を受け、感染拡大の防止を図ることを目

的に、多数の者が集まる会合やイベント等の開催自粛・延期について要請が行われてい

ることに伴い、土地・建設産業局建設市場整備課長より登録基幹技能者講習実施機関に

対し、講習の実施自粛や講習修了証の有効期限の特例について、「新型コロナウイルス

感染症の影響拡大を受けた登録基幹技能者の講習修了証有効期限の取扱い等について」

（令和２年４月９付け国土建労第 24号）により通知されたところである。 

 ついては、総合評価落札方式の企業の技術力の評価において、登録基幹技能者の講習

修了証が令和２年３月６日から令和２年９月 30日までの間に有効期限を迎える場合であ

っても、特例的に、一律令和２年９月 30日まで有効期限内であるものとして取り扱われ

たい。 

以  上 
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                                                        国土建労第２４号 

令和２年４月９日 

 

登録基幹技能者講習実施機関の長 殿 

  

 

国土交通省 土地・建設産業局 

建設市場整備課長 

  

新型コロナウイルス感染症の影響拡大を受けた 

登録基幹技能者の講習修了証有効期限の取扱い等について 

 

今般の新型コロナウイルス感染症の影響拡大を受け、感染拡大の防止を図ることを

目的に、多数の者が集まる会合やイベント等の開催自粛・延期について要請が行われ

ているところです。 

また、国土交通省においても、「登録基幹技能者講習の実施に係る新型コロナウイ

ルス感染症への対応について」（令和２年３月６日付け国土建労第 1466号）を発出し、

登録基幹技能者講習については４月以降に延期するよう要請を行うとともに、講習の

延期に伴い講習修了証の有効期限が経過した者に対しては、申請があった場合に限り

有効期限を３ヶ月間延長する措置を行ったところです。 

一方で、新型コロナウイルス感染症の影響については、現在において収束の見通し

が立たっておらず、今後も引き続き、会合やイベント等の開催自粛・延期が続くもの

と推察されます。 

こうした状況を踏まえ、各団体においては、登録基幹技能者講習について、４月以

降も当面の間、講習の実施を自粛いただくようお願いいたします。 

この措置に伴い、令和２年３月６日から令和２年９月３０日までの間に講習修了証

の有効期限を迎える登録基幹技能者を雇用する企業に対し、経営事項審査等により登

録基幹技能者を評価する場合においては、特例的に、一律令和２年９月３０日まで有

効期限内であるものとして取り扱うことといたします。また、建設業者団体に対して

も、登録基幹技能者を評価・活用する場合においては、同様の取扱いを行うよう周知

を図ることとします。さらに、登録基幹技能者制度推進協議会が管理・運営を行って

いる登録基幹技能者データベースにおいても、上記特例について反映を行い、講習修

了証の有効期限を迎えた者についても、一律令和２年９月３０日まで氏名等を掲載す

ることとします。 

以上、各団体においては、上記取扱いについてご理解いただくとともに、登録基幹

技能者や会員企業等に対する周知方よろしくお願いいたします。 

なお、令和２年３月６日付け「登録基幹技能者講習の実施に係る新型コロナウイル

ス感染症への対応について」は、本通達の発出をもって廃止します。 

 

以   上 



 

事 務 連 絡 

令和２年４月２０日 
 
 

建設業者団体の長 殿 
 

 

国土交通省土地・建設産業局建設業課長 
   

 
 
 

工事及び業務における新型コロナウイルス感染症の 

感染拡大防止対策の徹底について 

 

 

標記について、国土交通省直轄事業において別添のとおり取り組むこととして

おりますので、ご参考にお知らせします。 
貴職におかれましては、当該取組についてご理解と適切な対応をお願いすると

ともに、会員、傘下団体等に周知いただきますようお願いいたします。 



 

国 官 総 第 12 号 

国 地 契 第 ５ 号 

国 官 技 第 19 号 

国 営 管 第 49 号 

国 営 計 第 ９ 号 

国 港 総 第 62 号 

国 港 技 第 ９ 号 

国空予管第 47 号 

国空空技第 13 号 

国空交企第 12 号 

国 北 予 第 ３ 号 

令和２年４月 20 日 

 

大臣官房官庁営繕部 各 課 長 殿 

各 地 方 整 備 局 総 務 部 長 殿 

企 画 部 長 殿 

営 繕 部 長 殿 

港湾空港部長 殿 

北 海 道 開 発 局 事業振興部長 殿 

営 繕 部 長 殿 

各 地 方 航 空 局 総 務 部 長 殿 

空 港 部 長 殿 

保 安 部 長 殿 

国土技術政策総合研究所 総 務 部 長 殿 

          管理調整部長 殿 

国 土 地 理 院 総 務 部 長 殿 

 

  国土交通省  

大 臣 官 房 公 共 事 業 調 査 室 長 

大 臣 官 房 地 方 課 長 

大 臣 官 房 技 術 調 査 課 長 

大 臣 官 房 官 庁 営 繕 部 管 理 課 長 

大 臣 官 房 官 庁 営 繕 部 計 画 課 長 

港 湾 局 総 務 課 長 

港 湾 局 技 術 企 画 課 長 

航 空 局 予 算 ・ 管 財 室 長 

航空局航空ネットワーク部空港技術課長 

航空局交通管制部交通管制企画課長 

北 海 道 局 予 算 課 長 
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工事及び業務における新型コロナウイルス感染症の 

感染拡大防止対策の徹底について 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止については、「新型コロナウイルス

感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について」（令和２年

４月７日付け国地契第１号、国官技第６号、国営管第 12 号、国営計第１号、国

港総第 16 号、国港技第３号、国空予管第 15 号、国空空技第５号、国空交企第３

号、国北予第１号）（以下「４月７日通知」という。）のとおり通知しているとこ

ろであるが、令和２年４月 16 日には、緊急事態宣言の対象地域が全国に拡大さ

れたことも踏まえ、工事又は測量・調査・設計等の業務（以下「工事等」という。）

を継続する場合には、受発注者双方において感染拡大防止対策が適切に実施さ

れるよう、別途通知を行うまでの間の取扱いを定めたので、遺漏なきよう措置さ

れたい。 

なお、本通知は、工事等の継続を、受注者の意に反して推奨する趣旨ではなく、

受注者から一時中止等の希望がある場合には、４月７日通知に基づき、一時中止

措置等を行うとともに、必要に応じて請負代金額若しくは業務委託料の変更又

は工期若しくは履行期間の延長を行うなど、適切に対応すること。 

 

記 

 

１．感染拡大防止対策の徹底 

感染拡大防止対策の徹底については、４月７日通知に基づくこととし、具体的

には、手洗いや咳エチケットの励行、消毒液の設置、発熱等の症状がみられる者

の休暇の取得等の基本的な対策やテレワーク等の実施に努めるほか、「３つの密

を避けるための手引き（別紙１）」や「建設現場「三つの密」の回避等に向けた

取組事例」（「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置の対象が全国に拡

大されたことに伴う工事等の対応について」（令和２年４月 17 日付け国土建第

７号。別紙２）の別添）等を参考にしつつ、引き続き、受発注者双方において感

染拡大防止対策を徹底すること。 

このほか、具体的な対策事例については、受発注者を問わず、「#建設現場の３

密対策」を付けたツイートが行われるよう同ハッシュタグを広く周知するなど、

SNS の活用等により、好事例の普及・展開を図ること。 

 

２．感染拡大防止対策に係る設計変更 

受注者が、追加で費用を要する感染拡大防止対策を実施する場合には、受発注



 

者間で設計変更の協議を行うこと。その上で、個別の現場に係る感染拡大防止の

ために必要と認められる対策については、受注者による施工計画書又は業務計

画書への反映と確実な履行を前提として、設計変更を行い、請負代金額又は業務

委託料の変更や工期又は履行期間の延長を行うこと。 

 

 

 

設計変更の対象とする感染拡大防止対策に係る費用（例） 

 

＜共通仮設費＞ 

  労働者宿舎における密集を避けるための、近隣宿泊施設の宿泊費・交通

費 

 現場事務所や労働者宿舎等の拡張費用・借地料 

※いずれも、その後の積算における現場管理費率や一般管理費等率による

計算の対象外とする。 

 

＜現場管理費＞ 

  現場従事者のマスク、インカム、シールドヘルメット等の購入・リース

費用 

 現場に配備する消毒液、赤外線体温計等の購入・リース費用 

 遠隔臨場やテレビ会議等のための機材・通信費 

 ※いずれも、その後の積算における一般管理費等率による計算の対象外 と

する。 

 

 なお、ここに掲げる例のほかにも、感染拡大防止のために必要と認められ

る対策については、設計変更を行うことを妨げない。疑義がある場合には、

大臣官房公共事業調査室、大臣官房技術調査課建設システム管理企画室又は

大臣官房官庁営繕部計画課営繕積算企画調整室へ照会されたい。 



 
【別紙１】 







 
　　　　　（出典）首相官邸ホームページ　https://www.kantei.go.jp/jp/content/000062771.pdf 



国 土 建 第 ７ 号 

令和２年４月１７日 

 

建設業者団体の長 殿 

 

 

国土交通省土地・建設産業局建設業課長    

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置の対象が 

全国に拡大されたことに伴う工事等の対応について 

 

 

 内閣総理大臣より新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置の

対象が全国に拡大されたことを踏まえ、基本的対処方針における事業継続の考え方、

感染拡大防止策の徹底、下請負人への配慮、事業者への支援措置等につきまして、下

記のとおり改めて通知いたします。 

 貴職におかれましては、当該取組についてご理解頂くとともに、建設工事の現場に

おける「三つの密」の回避等の対策に万全を期すなど、適切な対応をお願いいたしま

す。また、傘下の建設業者等に当該取組について周知を徹底していただきますようお

願いいたします。 

  

記 

 

１．基本的対処方針における事業継続の考え方について 

公共工事及び河川や道路などの公物管理は、新型インフルエンザ等対策特別措置法

第 18 条の規定に基づいて定められている「新型コロナウイルス感染症対策の基本的

対処方針」（令和２年４月 16 日変更。以下「対処方針」という。）において、社会の安

定の維持の観点から、緊急事態宣言がされた場合においても、事業の継続が求められ

る事業に位置付けられております。また、対処方針においては、国民の安定的な生活

の確保の観点から、インフラ運営関係（電力、ガス、上下水道等）、家庭用品のメンテ

ナンス関係（配管工・電気技師等）等の事業者について、自宅等で過ごす国民が、必

要最低限の生活を送るために不可欠なサービスを提供する関係事業の事業継続を要

請するとされており、公共工事以外の建設工事についてもこれらの事業の継続のため

に必要な工事については継続することが求められるものと考えられます。 

また、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」（令和２年４月７日決定）におい

ては、公共工事の早期執行を図り、景気の下支えに万全を期すこととされております。 

今回、緊急事態宣言の対象が全国に拡大されたところですが、公共工事については、

対処方針で示された事業の継続性に留意しつつ、工事現場のある地域を管轄する都道

府県知事からの要請を踏まえ、受注者からの申出があった場合には、受発注者間で協

　【別紙２】 
 



議を行った上で、工期の見直しやこれに伴い必要となる請負代金額の変更、一時中止

の対応等、適切な措置を行うこととしており、この取扱いを民間工事の発注者にも参

考送付しているところです。 

工事の継続にあたっては、「２．施工中の工事等における感染拡大防止策の徹底」で

改めて示したとおり、建設現場における「三つの密」の回避やその影響を緩和するた

めの対策を徹底し、すべての作業従事者等の健康管理に留意いただきますよう、よろ

しくお願いします。 

なお、受発注者の故意又は過失により施工できなくなる場合を除き、資機材等の調

達困難や感染者の発生など、新型コロナウイルス感染症の影響により工事が施工でき

なくなる場合は、建設工事標準請負契約約款における「不可抗力」に該当するものと

考えられます。この場合、民間工事標準請負契約約款（甲）・（乙）においては、受注

者は発注者に工期の延長を請求でき、下請工事標準請負契約約款においては、元請負

人は必要があるときは工事を中止し、工期の延長について元下間で協議することとし

ており、いずれの場合も増加する費用については発注者（元請負人）と受注者（下請

負人）が協議をして決めることとされておりますので、適切な対応が図られるよう、

傘下の建設業者等への周知をお願いいたします。 

 

２．施工中の工事等における感染拡大防止策の徹底 

施工中の工事等における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等については、

「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応に

ついて」（令和２年４月８日付事務連絡）において、手洗い・うがいなどの感染予防

対応の徹底に加え、建設現場における「三つの密」の回避やその影響を緩和するため

の対策の徹底について適切な対応をお願いしたところでありますが、今般、緊急事態

措置の対象地域が全国に拡大されたことを受け、改めて、施工中の工事の現場等にお

いては、現場状況などを勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる

箇所の定期的な消毒、現場でのマスクの着用や手洗い・うがいの励行など、感染予防

対策の徹底に努めるともに、すべての作業従事者等の健康管理に留意いただきますよ

う、宜しくお願いします。 

加えて、建設工事の現場において、「三つの密」の回避やその影響を緩和するため

の対策に一層万全を期す必要があることから、令和２年４月８日付事務連絡のとおり、

建設現場における朝礼・点呼や現場事務所等における各種打合せ、更衣室等における

着替えや詰め所等での食事・休憩など、現場で多人数が集まる場面や密室・密閉空間

における作業などについて、「三つの密」の回避やその影響を緩和するための対策が

徹底されるよう、適切な対応に努めていただくことを改めてお願いいたします。 

これまでも施工中の建設現場においては、体温測定等による健康管理や作業・打合

せ時のマスク着用等、対処方針を踏まえた対策の徹底とともに、建設現場における「三

つの密」の回避や影響緩和に向けた様々な取組や工夫が実践されているところであり、

関係団体のご協力を得て、このたび、建設現場の「三つの密」の回避等に向けて建設

企業で実践されている取組事例を別添のとおりとりまとめたので、貴職におかれまし

ては、会員企業及び傘下団体等において、これを参考に、建設現場における「三つの



密」の回避等の徹底に努められるよう、会員企業等に周知徹底いただけますようお願

いいたします。 

なお、施工中の工事等について、新型コロナウイルス感染症の感染者（感染の疑い

のある者を含む。）及び濃厚接触者があることが判明した場合には、速やかに受注者

から発注者に報告するなど、所要の連絡体制の構築を図っていただくとともに、都道

府県等の保健所等の指導に従って、感染者本人や濃厚接触者の自宅待機をはじめ、適

切な措置が講じられるようお願いします。 

 

３．下請負人への配慮及び元請負人と下請負人との間の取引の適正化について 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策としての建設工事の一時中止・延期

等に際しては、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に伴う下請契約及び

下請代金支払の適正化の徹底等について」（令和２年３月１１日、国土建推第３８号、

国土建整第１３２号）により、下請契約においても、工期の見直しや一時中止の措置

等を適切に講じるとともに、請負代金の設定及び適切な代金の支払など、元請負人と

下請負人との間の取引の適正化のより一層の徹底をお願いしているところです。 
今般の緊急事態宣言等を受け、建設工事の一時中止・延期がさらに増えることも考

えられますが、その際には、下請負人や技能労働者の事業や生業の継続に支障が生じ

ることがないよう十分な配慮をしていただくとともに、元請負人と下請負人との間の

取引の適正化について更なる徹底が必要です。 
国土交通省では、建設工事における元請下請間の取引適正化を推進するため、「建

設業法令遵守ガイドライン―元請負人と下請負人の関係に係る留意点―」（平成１９

年６月）を策定するとともに、建設業に係る法令違反行為の疑義情報を受け付ける窓

口として、各地方整備局等に「駆け込みホットライン」を設置しているところです。 
上記ガイドラインでは、指値発注による不適切な下請取引、赤伝処理等による一方

的な代金の差し引き、正当な理由がない長期にわたる支払保留などの下請負人へのし

わ寄せ行為等について、どのような行為が建設業法に違反又は違反するおそれがある

かについて具体的に示しています。 
貴職におかれては、傘下の建設業者等に対して、建設工事の一時中止・延期等に伴

う変更契約等に際し、元請下請間の取引適正化が図られるよう、改めて上記ガイドラ

イン及び「駆け込みホットライン」の周知を図っていただくとともに、発注者から直

接建設工事を請け負った特定建設業者は、建設業法第２４条の６により、当該建設工

事に従事するすべての下請負人に対して、建設業法の規定に違反しないよう、指導に

努めなくてはならない義務があることについて、併せて周知いただくようお願いいた

します。 
 

【建設業法令遵守ガイドライン】 
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000188.html 
 
※ 上記ガイドラインのポイント「建設企業のための適正取引ハンドブック」 

http://www.mlit.go.jp/common/001202625.pdf 



 
【駆け込みホットライン】 

http://www.mlit.go.jp/common/001330568.pdf 
  

 

４．建設業に係る金融支援事業の活用について 

 公共工事等については、工事の請負代金債権を譲渡し、債務保証を得て金融機関か

ら借り入れた転貸融資資金を融資する「下請セーフティネット債務保証事業」及び「地

域建設業経営強化融資制度」を利用した資金調達も可能となっており、その活用によ

る下請負人への支払の適正化等に配慮いただくようお願いします。 

また、公共工事、民間工事を問わず、万が一、元請負人から建設工事の請負代金・

賃金等が支払われなかった場合に備え、下請負人が元請建設業者に対して有する債権

の支払いをファクタリング会社が保証し、元請負人からの債権回収が困難となった際、

保証債務の履行により下請建設業者等に保証金を支払い、下請け代金等債権を保全す

る「下請債権保全支援事業」の活用を図ることも可能でありますので、傘下の建設業

者等への周知をお願いいたします。 

 

【下請セーフティネット債務保証事業】 

https://www.kensetsu-kikin.or.jp/saimu/download/safety_leaflet.pdf 

 

【地域建設業経営強化融資制度】 

https://www.kensetsu-kikin.or.jp/saimu/keieikyouka/about.html 

 

【下請債権保全支援事業】 

https://www.kensetsu-kikin.or.jp/saimu/download/leaflet_hozen2019.pdf 

 

５．新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者への支援措置 

令和２年４月 13 日付国総政第２号により、国土交通大臣より新型コロナウイルス

感染症に係る雇用維持等に対する配慮を要請したところです。これまでも、工事の一

時中止等に際しては、下請契約においても、工期の見直しや一時中止の措置等を適切

に講じるとともに、請負代金・賃金の不払等、不測の損害を与えることのないよう、

下請負人への十分な配慮等をお願いしているところですが、今後、一時休止等が拡大

することにより、資金繰りが悪化するなどの影響も懸念されるところです。 

政府としては、過去にない規模となる GDP の２割に当たる事業規模 108 兆円の経済

対策を講じ、特に、事業継続や雇用維持のため、実質無利子・無担保の資金繰り支援

策を民間金融機関に拡大するとともに、特に厳しい状況にある中小・小規模事業者等

に対する給付金制度の創設、納税や社会保険料の支払い猶予等の措置を講じることと

しております。また、雇用調整助成金の特例措置もさらに拡充し、解雇等を行わない

雇用を維持する企業に対して、正規、非正規にかかわらず、中小企業は９/10、大企業

でも３/４に引き上げるなどの助成率の上乗せや、雇用保険被保険者でない労働者の



休業の対象への追加、申請に係る負担の軽減などの追加措置を実施します。 

貴団体におかれましては、これらの施策も活用いただくとともに、新型コロナウイ

ルス感染症の世界的な拡大と緊急事態宣言という前例のない状況下において、特に急

激な事業変動を受けやすい現場の労働者の雇用の安定を図るため、改めて、以下の事

業継続に向けた資金繰り支援や雇用調整助成金の特例措置などを積極的に活用し、従

業員の雇用維持に努めていただくよう、傘下の建設業者等への周知をお願いいたしま

す。 

 

○資金繰り対策 

 ・日本政策金融公庫等による実質無利子・無担保融資の融資枠の拡充、既往債務の

実質無利子・無担保債務への借換 

 ・民間金融機関による実質無利子・無担保融資 

○雇用の維持 

 ・雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大（助成率引き上げ、助成対象の非正規雇

用労働者への拡充等） 

  経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対し

て一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、

休業手当等の一部を助成する制度であり、種々の特例を措置 

○事業継続に困っている中小・小規模事業者等への支援 

 ・中小・小規模事業者等に対する新たな給付金（「持続化給付金（仮称）」）の創設 

○税制措置 

 ・納税の猶予（無担保・延滞税なしで１年間猶予） 

 ・中小事業者等に対する固定資産税等の減免   

  

以上を含め、下記のホームページに新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業

者への支援策が掲載されておりますのでご活用ください。 

 

【新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ】 

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf 
以上 



建設現場「三つの密」の回避等に向けた取組事例 ①

朝礼・KY活動 における取組事例

現場事務所等での業務・打合せに関する取組事例

○ 朝礼時の配列間隔の確保 （作業員間の一定距離の確保（２ｍ程度））

○ 伝達事項等に即した朝礼等の時間短縮や内容の効率化
（説明のポイントを絞った時間短縮、伝達事項が明確な資料の活用等）

○ 指差し呼称や肩もみ等の接触を伴う活動の省略
（指差し呼称する場合には十分な距離を確保する）

○ 対人間隔が確保困難な場合等の朝礼の参加人数の縮小等
（参加者を職長のみとし、朝礼後にグループ別に伝達事項等を共有する 等）

○ テレビ通話ツール等の利用による現場・事務所間の遠隔開催 等

（例）対面距離を2.0m以上空ける、３人掛けの机を２人掛けで利用する、
対面とならないよう座席を配置する など

○ Web（TV）会議やメール・電話による対面の打合せ等の削減

○ 対面で打合せ等を行う場合には十分な対面距離を確保

○ 時間差による打合せの分散化や、打合せ時間の短縮・人数の縮小

現場 事務所現場と事務所間で中継用機器を使用して遠隔開催

消毒液の使用やうがい、石鹸による手洗い励行、体温測定等による健康管理と作業・打合せ時のマスク着用等、政府の対
処方針※を踏まえた対策の徹底とともに、建設現場の「三つの密」の回避等に向けて現場では様々な取組・工夫が実践

※「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（令和２年４月16日変更）

○ 朝礼時の体温測定等（非接触体温計の活用等）

○ 事務作業時の対人間隔の確保や窓等の開放による換気

○ 現場事務所等での次亜塩素酸水対応の加湿器等の使用 等

サーモグラフィーカメラによる体温計測作業員間の一定距離の確保

次亜塩素酸水

次亜塩素酸水対応の加湿器等を設置

現場事務所での対人間隔の確保と換気 打合せ時の十分な対面距離の確保

Web会議による打合せ

※
※危険予知活動

Administrator
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現場作業や移動時の取組事例

食事・休憩時における取組事例

○ 車中における食事・休憩の励行、休憩時間の分散化
（時間差による休憩室や更衣室等の利用、班別の休憩取得の励行など）

○ 更衣室や休憩室等での一定の対人距離の確保

○ 簡易なパーティション（アクリル板等）による密接の防止

○ 手洗い時のタオルの撤去（ペーパータオルの利用等） 等

○ 休憩室等の窓・ドア等の常時開放や定期的な換気の励行

○ 密室・密閉空間での換気や送風機等の使用の励行
（室内作業や型枠組立、内装工事など）

○ 車両での移動時の同乗・相乗りを避け個別の移動を励行
（現場へ移動するための車両数を増やす、近隣に借地し駐車スペースを確保する等）

○ 作業員の配置のブロック分けによる密接した作業の回避

○ 現場と自宅の直行直帰の推奨

○ 重機や車両等の操作前の消毒等の徹底 等
（ハンドルや操作レバー等を消毒する、車両運転時にゴム手袋を着用する等）

建設現場「三つの密」の回避等に向けた取組事例 ②

ハンドルやレバー等のアルコール消毒の徹底

作業員の配置をブロック分けし密接した作業を回避

屋外で対人距離を確保して休憩パーティションで密接を防止

休憩室の窓の常時開放 時間差による休憩時間の分散化



建設現場「三つの密」の回避等に向けた取組事例 ③

オリジナルのポスターやロゴ、看板による意識向上

○ 現場や事務所にオリジナルのポスターやロゴ、看板を設置し、「三つの密」回避等の意識向上と作業姿勢の定着を図る

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

【コロナ感染防止十則】

適正距離で行動し

不要な外出控えよう

日々の体調管理しっかりと

怪しい時はすぐ報告

出勤前の検温実施

率先しよう時差出勤

マスクは正しく要着用

休憩前のうがいと手洗い

扉をあけて部屋換気

詰所はみんなで清潔に



【建設現場 『三つの密』 の回避等】 朝礼・KY活動における取組・工夫の例

立ち位置をマーキングして
配列間隔を確保

朝礼の整列時に作業員間の距離を十分に確保

朝礼の分散化・少人数化

朝礼時などに体温測定を実施

作業員の毎日の体温と体調を
記録・チェック



【建設現場 『三つの密』 の回避等】 現場事務所等での業務・打合せに関する取組・工夫の例

現場事務所での事務作業時は対人間隔を確保。窓等もなるべく開放して換気 シートで区切り机前の飛沫防止。段ボールも有効活用

Ｗｅｂ（ＴＶ）会議やメール・電話を活用して、対面での打合せ等はできるだけ削減

対面で打合せ等を行わざるを得ない場合には、人数を縮小し、対面距離を確保して実施。窓を開けるなど換気し、なるべく短時間で終える

現場事務所などにおいて次亜塩素酸水
対応の加湿器を使用し空気を殺菌



【建設現場 『三つの密』 の回避等】 食事・休憩時における取組・工夫の例

喫煙スペースも仕切りを
設置して間隔を確保

休憩所や喫煙所は大人数での使用を避け、休憩や昼食時間はなるべく時差で取得。座席の配席を工夫し、密接にならないよう留意

昼食時はお互い距離をとって食事

手洗い場所はタオルを撤去、
ペーパータオルを使用

施工中の空きスペースを
オープンエアの休憩所として利用

○その他の例として、

・ トンネルやダムなど、宿泊施設のある現場について、入浴施設に別々に入浴できるよう、
一人用湯舟を４個設置

・ 宿泊施設の食堂で、朝昼晩の食事で密接にならないよう、食堂に『取り決め表』を掲示



【建設現場 『三つの密』 の回避等】 現場作業や移動時の取組・工夫の例

現場移動では同乗を避けて
個人で移動

現場パトロール状況

携帯webカメラで撮影した
現場状況がテレワーク
実施者のPCへ表示

テレワーク中の担当者でも、自宅でPC等で確認・指示・注意を行うことが
でき、テレワークの活用と現場における対人接触の低減に資する

重機のレバーはこまめに消毒 作業場所は定期的に換気する 作業時もなるべく離隔を確保

作業場所での手洗い励行 作業時のマスク着用

携帯Ｗｅｂカメラ着用状況 テレワークでの現場確認状況

現場の手洗い場所の増設



ＴＥＬ . ０５７０-０１８-２４０
ナビダイヤルの通話料は発信者の負担となります。
受付時間／１０：００～１２：００ １３：３０～１７：００
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－建設業法違反通報窓口－

駆け込みホットライン
※メールアドレスが変更となりました。

国 土 交 通 省
建設業法令遵守推進本部

参考

arai-d253
四角形



※通報するにあたっては、下記の項目をできる限り明らかにしていただくことが望まれます。

建設業法令遵守ガイドライン

法令違反の疑いがある建設業者には、
必要に応じて立入検査等を実施しま
す。

駆け込みホットラインに電話をすると、
最寄りの地方整備局等の「建設業法
令遵守推進本部」につながります。

通報者に不利益が生じないように情
報を取り扱います。

１．通報される方の情報
（匿名による通報も可能です）

氏 名

住 所

電 話 番 号 E-mail

２．違反の疑いがある行為者の情報

会 社 名

代 表 者 名

所 在 地

建設業許可番号

電 話 番 号

そ の 他

３．違反の疑いがある行為（具体的事実）

（ア）だれが

（イ）いつ

（ウ）どこで

（エ）いかなる方法で

（オ）何をしたか

その他

※ 建設業法違反となる取引上の行為や注意点はこちら

責任が曖昧なままやり直し
工事を指示され費用を一
方的に負担させられた。

追加工事が発生したが
変更契約をしてくれない。

口頭契約となっている。

工期の短縮により生じた増加費
用を一方的に負担させられた。

見積書に記載した法定福利
費を一方的に削除された。

建設廃棄物の処理
費用を一方的に差
し引かれた。

１２０日を超える割引
困難な長期手形で下
請代金が支払われた。

一括下請負が
行われている。

営業所や工事現場に
必要な技術者が設置
されていない。

「駆け込みホットライン」で受け付ける法令違反事例
＜主に国土交通大臣許可業者を対象に建設業に係る法令違反行為の通報を受け付けます＞

R２.１月版



 
 

事 務 連 絡 

令和２年５月４日 

 

 

建設業者団体の長 殿  
 

 

国土交通省土地・建設産業局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた 

工事及び業務の対応の延長について 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応に

ついては「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置の対象が全国に拡大された

ことに伴う工事等の対応について」（令和２年４月 17 日付け国土建第７号）（以下、

「４月 17 日付け通知」という）等により、貴団体など建設業者団体等あてに通知さ

せていただいたところです。 

 

このたび、令和２年５月４日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊

急事態宣言について、緊急事態措置を実施すべき期間が令和２年５月 31 日まで延長

されたところですが、 

・「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（令和２年３月 28 日（令和２

年５月４日変更））（以下「基本的対処方針」という。）において、公共工事及び河

川や道路などの公物管理など、安全安心に必要な社会基盤に係る事業者については、

緊急事態措置の期間中にも最低限の事業継続が求められる事業とされていること

ほか、インフラ運営関係（電力、ガス、上下水道等）、家庭用品のメンテナンス関

係（配管工・電気技師等）等の事業者について、必要最低限の生活を送るために不

可欠なサービスを提供する関係事業の事業継続を要請するとされており、公共工事

以外の建設工事についてもこれらの事業の継続のために必要な工事については継

続することが求められるものと考えられること 

・「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」（令和２年４月７日閣議決定、4 月 20 日

変更）において、公共投資の早期執行を図り、景気の下支えに万全を期すこととさ

れていること 

等を踏まえ、公共工事等における対応につきましては、別添１のとおり、引き続き、

基本的対処方針で示された事業の継続性に留意しつつ、受注者からの申出があった場

合には、受発注者間で協議を行った上で、工期の見直しやこれに伴い必要となる請負

代金額の変更、一時中止の対応等、適切な措置を行うこととしており、この取扱いを



 
 

別添２のとおり、民間発注者団体宛にも参考送付しているところです。 

 工事等の継続にあたっては、４月 17 日付け通知の「２．施工中の工事等における

感染拡大防止策の徹底」で示したとおり、建設現場における「三つの密」の回避やそ

の影響を緩和するための対策を徹底し、すべての作業従事者等の健康管理に留意いた

だきますよう、引き続き、よろしくお願いします。 

なお、受発注者の故意又は過失により施工できなくなる場合を除き、資機材等の調

達困難や感染者の発生など、新型コロナウイルス感染症の影響により工事が施工でき

なくなる場合は、建設工事標準請負契約約款における「不可抗力」に該当するものと

考えられます。この場合、民間工事標準請負契約約款（甲）・（乙）においては、受注

者は発注者に工期の延長を請求でき、下請工事標準請負契約約款においては、元請負

人は必要があるときは工事を中止し、工期の延長について元下間で協議することとし

ており、いずれの場合も増加する費用については発注者（元請負人）と受注者（下請

負人）が協議をして決めることとされておりますので、適切な対応が図られるよう、

改めて、傘下の建設業者等への周知をお願いいたします。 

 

 また、建設工事の一時中止や延期に際しては、下請負人や技能労働者の事業や生業

の継続に支障が生じることがないよう十分に配慮していただくとともに、元請・下請

間の取引の適正化の更なる徹底が必要であることから、建設業者団体に対する 4 月 17

日付け通知のとおり、元請・下請間の取引適正化が図られるよう、改めて「建設業法

令遵守ガイドライン―元請負人と下請負人の関係に係る留意点―」及び「駆け込みホ

ットライン」や、建設業法における下請負人に対する特定建設業者の指導等について、

傘下の建設業者等に対して周知をお願いいたします。 

 

貴職におかれましては、当該取組についてご理解と適切な対応をお願いするととも

に、会員企業、傘下団体等に周知いただきますようお願いいたします。 



 
 

国土入企第７号 

令和２年５月４日 

 

 

各都道府県入札契約担当部局長 殿 
各指定都市入札契約担当部局長 殿  
 

 

国土交通省土地・建設産業局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた 

工事及び業務の対応の延長について 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務（以下「工

事等」という。）の対応については、「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言

を踏まえた工事及び業務の対応について」（令和２年４月８日付け国土入企第６号）

（以下「４月８日付け通知」という。）及び「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事

態措置の対象が全国に拡大されたことに伴う工事等の対応について」（令和２年４月

17 日付け事務連絡）により、適切な対応をお願いしてきたところです。 

 

このたび、令和２年５月４日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊

急事態宣言について、緊急事態措置を実施すべき期間が令和２年５月 31 日まで延長

されたところですが、 

・「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（令和２年３月 28 日（令和２

年５月４日変更））（以下「基本的対処方針」という。）において、公共工事及び河

川や道路などの公物管理など、安全安心に必要な社会基盤に係る事業者については、

緊急事態措置の期間中にも最低限の事業継続が求められる事業とされていること

ほか、インフラ運営関係（電力、ガス、上下水道等）、家庭用品のメンテナンス関

係（配管工・電気技師等）等の事業者について、必要最低限の生活を送るために不

可欠なサービスを提供する関係事業の事業継続を要請するとされており、公共工事

以外の建設工事についてもこれらの事業の継続のために必要な工事については継

続することが求められるものと考えられること 

・「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」（令和２年４月７日閣議決定、4 月 20 日

変更）において、公共投資の早期執行を図り、景気の下支えに万全を期すこととさ

れていること 

等を踏まえ、公共工事等における対応につきましては、引き続き、４月８日付け通知

「１．施工中の工事等における新型コロナウイルス感染症に係る一時中止措置等の対

Administrator
スタンプ



 
 

応について」のとおり、基本的対処方針で示された事業の継続性に留意しつつ、受注

者からの申出があった場合には、受発注者間で協議を行った上で、工期の見直しやこ

れに伴い必要となる請負代金額の変更、一時中止の対応等、適切な措置を行っていた

だくようお願いします。  

 

 施工中の工事等における感染拡大防止措置等につきましても、４月８日付け通知

「２．施工中の工事等における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等について」

のとおり、 

・施工中の工事等の現場などにおいて、現場状況などを勘案しつつ、アルコール消毒

液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、現場でのマスク着用、手洗い・

うがいなど、感染予防の対応を徹底するとともに、受注者を通じてすべての作業従

事者等の健康管理に留意すること  

・施工中の工事等について感染者及び濃厚接触者が判明した場合には、所要の連絡体

制の構築を図るとともに、保健所等の指導に従って適切な措置を講じること   

・施工に伴う三つの密の発生の回避や、その影響緩和の対策が徹底されるよう、受注

者に対して周知徹底を図るなど、適切な対応を講じること  

等について、引き続きのご対応を宜しくお願いします。 

 

 なお、建設工事の一時中止や延期に際しては、下請負人や技能労働者の事業や生業

の継続に支障が生じることがないよう十分に配慮するとともに、元請・下請間の取引

の適正化の更なる徹底が必要であることから、建設業者団体に対して、「新型コロナ

ウイルス感染症に係る緊急事態措置の対象が全国に拡大されたことに伴う工事等の

対応について」（令和２年４月 17 日付け国土建第７号）のとおり、元請・下請間の取

引適正化が図られるよう、改めて「建設業法令遵守ガイドライン―元請負人と下請負

人の関係に係る留意点―」及び「駆け込みホットライン」や、建設業法における下請

負人に対する特定建設業者の指導等について、傘下の建設業者等に対して周知をお願

いしたところです。 

 また、別添のとおり、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の閣議決定に伴う

建設業者向けの支援策について」（令和２年５月１日付け事務連絡）により、「新型コ

ロナウイルス感染症緊急経済対策」に係る建設業者向けの支援策一覧及び各支援策の

概要をまとめ、周知しておりますので、参考送付いたします。 

 

各都道府県におかれては、貴都道府県内の関係市町村（指定都市を除く。）に対して

も、周知を宜しくお願いします。 



 

事 務 連 絡 

令和２年５月４日 
 
 

主な民間発注者団体の長 殿 

 

 

国土交通省土地・建設産業局建設業課長 
 
 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた 

工事及び業務の対応の延長について 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対

応については「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事

及び業務の対応について」（令和２年４月８日付け国土入企第６号）及び「新型

コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置の対象が全国に拡大されたことに伴

う工事等の対応について」（令和２年４月17日付け事務連絡）等により、地方公

共団体あてに通知等するとともに、貴団体など民間発注者団体等あてにも参考

送付させていただいたところです。 

このたび、令和２年５月４日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基

づく緊急事態宣言について、緊急事態措置を実施すべき期間が令和２年５月31

日まで継続されたことを踏まえ、施工中の工事等における一時中止措置等の対

応や、新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等について、別添１のとおり

地方公共団体あてに通知するとともに、別添２のとおり建設業者団体等あてに

事務連絡を送付しておりますので、参考まで送付いたします。 

なお、受発注者の故意又は過失により施工できなくなる場合を除き、資機材

等の調達困難や感染者の発生など、新型コロナウイルス感染症の影響により工

事が施工できなくなる場合は、建設工事標準請負契約約款における「不可抗力」

に該当するものと考えられます。この場合、民間工事標準請負契約約款（甲）・

（乙）においては、受注者は発注者に工期の延長を請求でき、下請工事標準請

負契約約款においては、元請負人は必要があるときは工事を中止し、工期の延

長について元下間で協議することとしており、いずれの場合も増加する費用に

ついては発注者（元請負人）と受注者（下請負人）が協議をして決めることと

されておりますので、適切な対応が図られるよう、改めて、傘下の建設業者等

への周知をお願いいたします。  
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国 官 技 第 3 1 号 

令 和 ２ 年 5 月 7 日 

 

発注者協議会長 殿 

（地方整備局長等 殿） 

 

大臣官房技術審議官 

 

 

  国土交通省所管事業の執行における円滑な発注及び施工体制の確保 

に向けた具体的対策について（参考送付） 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事又は業務の対応について

は、令和２年４月７日に改正された「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」

（令和２年３月 28 日新型コロナウイルス感染症対策本部決定）において、緊急事態宣言時

に事業の継続が求められるものとして、河川や道路などの公物管理、公共工事が挙げられ

ていることを踏まえ、「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び

業務の対応について」（令和２年４月７日付け国地契第１号、国官技第６号、国営管第 12

号、国営計第１号、国港総第 16 号、国港技第３号、国空予管第 15 号、国空空技第５号、

国空交企第３号、国北予第１号）のとおり参考送付したところです。 

また、令和２年４月 16 日に緊急事態宣言の対象地域が全国に拡大されたこと及び令和２

年５月４日に緊急事態宣言が延長されたことを踏まえ、これらの対応について周知すると

ともに、感染拡大防止対策の徹底について、「工事及び業務における新型コロナウイルス感

染症の感染拡大防止対策の徹底について」（令和２年４月 20 日付け国官総第 12 号、国地契

第５号、国官技第 19 号、国営管第 49 号、国営計第９号、国港総第 62 号、国港技第９号、

国空予管第 47 号、国空空技第 13 号、国空交企第 12 号、国北予第３号）のとおり参考送付

したところです。 

これらを踏まえ、国土交通省所管事業の執行については、引き続き、緊急事態宣言を踏

まえて最低７割、極力８割程度の接触機会の低減を目指して感染拡大防止対策を徹底しつ

つ、一層の円滑な発注及び施工体制の確保を図るため、国土交通省直轄の工事及び業務に

ついて、別添のとおり通知を行っているところですが、地域発注者協議会等の貴会会員や

関係団体に対しても、その内容を周知願います。 

 

 

 

＜内容に関する問合せ先＞ 

国土交通省 大臣官房技術調査課 

        出口 中園   Tel 03-5253-8220 (直通)  

辛嶋 永瀬    Tel 03-5253-8221 (直通) 
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国 地 契 第 ６ 号 

国 官 技 第 2 9 号 

国 営 管 第 6 1 号 

国 営 計 第 1 5 号 

国 北 予 第 ７ 号 

令 和 ２ 年 ５ 月 ７ 日 

 

大臣官房官庁営繕部 各 課 長 殿 

各 地 方 整 備 局 総 務 部 長 殿 

                        企 画 部 長 殿 

                        営 繕 部 長 殿 

北 海 道 開 発 局 事業振興部長 殿 

                        営 繕 部 長 殿 

国土技術政策総合研究所 総 務 部 長 殿 

国 土 地 理 院 総 務 部 長 殿 

 

大臣官房  地 方 課 長 

技 術 調 査 課 長 

官庁営繕部管理課長 

官庁営繕部計画課長 

北海道局  予 算 課 長 

 

 

国土交通省所管事業の執行における円滑な発注及び施工体制の確保 

に向けた具体的対策について 

 

 

国土交通省所管事業の執行については、「国土交通省所管事業の執行におけ

る円滑な発注及び施工体制の確保に向けた具体的対策について（改正）」（令

和２年１月31日付け国地契第34号、国官技第323号、国営管第339号、国営計第

99号、国北予第35号）により、円滑な発注及び施工体制の確保を図っていると

ころである。 

一方、令和２年４月７日に発出された新型コロナウイルス感染症に係る緊急

事態宣言を踏まえた工事又は測量・調査・設計等の業務（以下「工事等」とい

う。）の対応については、同日改正された「新型コロナウイルス感染症対策の

基本的対処方針」（令和２年３月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決

定）において、緊急事態宣言時に事業の継続が求められるものとして、河川や

道路などの公物管理、公共工事が挙げられていることを踏まえ、「新型コロナ

別添
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ウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について」

（令和２年４月７日付け国地契第１号、国官技第６号、国営管第12号、国営計

第１号、国港総第16号、国港技第３号、国空予管第15号、国空空技第５号、国

空交企第３号、国北予第１号）のとおり通知したところであるが、令和２年４

月16日に緊急事態宣言の対象地域が全国に拡大されたこと及び令和２年５月４

日に緊急事態宣言が延長されたことを踏まえ、これらの対応について周知する

とともに、工事等における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の徹

底については、「工事及び業務における新型コロナウイルス感染症の感染拡大

防止対策の徹底について」（令和２年４月20日付け国官総第12号、国地契第５

号、国官技第19号、国営管第49号、国営計第９号、国港総第62号、国港技第９

号、国空予管第47号、国空空技第13号、国空交企第12号、国北予第３号）のと

おり通知したところである。 

これらを踏まえ、国土交通省所管事業の執行については、引き続き、緊急事

態宣言を踏まえて最低７割、極力８割程度の接触機会の低減を目指して感染拡

大防止対策を徹底しつつ、一層の円滑な発注及び施工体制の確保を図るため、

当分の間、別紙に定めるところによることとする。 

なお、「国土交通省所管事業の執行における円滑な発注及び施工体制の確保

に向けた具体的対策について（改正）」は廃止する。 
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円滑な発注及び施工体制の確保に向けた具体的対策 

 

１．全般 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言時に河川や道路などの公物管

理、公共工事については事業の継続が求められていることを踏まえ、受発注者双

方においてテレワークの推進や「三つの密」の回避等の感染拡大防止対策を徹底

すること。 

また、工事又は測量・調査・設計等の業務（以下「工事等」という。）の発注

に当たっては、発注者間の一層の連携に努めるとともに、地域の建設業者や必要

に応じて測量業者・地質調査業者・コンサルタント業者の実情を的確に把握する

こと。 

その上で、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、以降に掲げる事項を参

考にしつつ、円滑な発注及び施工体制の確保を図ること。 

 

２．円滑な発注及び施工体制の確保 

以下に掲げる事項を参考にして、円滑な発注及び施工体制の確保を図ること。 

 

（１）入札・契約に係る取組 

① 総合評価落札方式の適切な運用と技術評価点の加算点の適切な設定等 

・ 総合評価落札方式の実施に際しては、総合評価ガイドライン等に基づ

き、工事内容、規模、要求要件等に応じて、類型の選定や評価項目・配

点の設定等を適切に実施する。 

・ 総合評価落札方式の実施に際しては、十分な技術力を持つにもかかわ

らず評価対象となる実績を持たない企業や技術者に対しても受注機会

が拡大されるよう、工事規模・地域の実情等に応じて、実績にとらわれ

ない評価項目の設定に努める。 

 

別紙 
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＜新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた柔軟な対応の例＞ 

-  企業・技術者の資格や実績、成績、表彰、継続教育（ＣＰＤ）の取組状

況、手持ち工事量等の評価に当たっては、新型コロナウイルス感染症拡大

の影響を踏まえ、例えば以下の事項を検討するなど、適宜柔軟な対応を行

う。 

・ 競争参加資格確認申請書及び資料等の提出期限を延長する。 

・ 一時中止措置等を行ったことにより完成しない工事等について、評価

の対象とする。 

・ ＣＰＤの評価対象期間や登録証明書等の提出期限を延長し、又は、評

価対象単位数を減らす。 
・ 測量・調査・設計等の業務の一時中止措置等を行ったことにより完了

が令和元年度から令和２年度に変更となった業務については、令和２年

度の手続開始に係る公示における手持ち業務量とみなさない。 

-  原則ヒアリングは実施しない。ヒアリングの実施が真に必要と認められ

る場合には、電話やインターネットによるテレビ会議システムを活用す

る。 

-  施工計画の提出を求めずに、企業・技術者の能力等の評価により、適切

かつ確実に施工上の性能等が確保されることが確認できる工事であって、

予定価格が３億円未満（分任官特例を適用する場合はその範囲）の工事に

ついては、施工能力評価型Ⅱ型の入札手続を参考に、提出資料を簡素化等

する。 

-  工事の総合評価落札方式における技術提案に係る評価については、技術

的難易度に関係なく、指定テーマ数及びテーマごとの提案数を最小限とす

る。 

-  業務のプロポーザル方式、総合評価方式における実施方針等や評価テー

マに対する技術提案に係る評価については、項目の省略や評価テーマ数を

最小限とする。 

-  技術提案書等の作成に当たり図面等の閲覧を認める場合には、官署への

出張が不要となるよう、インターネット等を活用する。 

-  電子入札システム等について、電子承認カード等を可能な限り使用せず

テレワーク等において支障のないと考えられる方策を検討する。 
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② 適切な規模・内容での発注 

・ 地域企業の活用に留意しつつ適切な規模での発注による技術者等の効

率的な活用を図ること。なお、中小建設業者等の受注機会の確保を図る

ため、政府調達協定の対象工事を除く、技術的難易度が比較的低い工事

については、上位等級工事への参入の拡大を積極的に推進する。 

・ 競争性の確保、工事の技術的難易度、中小・中堅建設業者の受注機会

の確保等に配慮し、対象等級区分を１つの等級区分に限定する必要がな

ければ、複数の等級区分を対象とすることができる。 

 

 

③入札方式等の取扱い 

・ 契約の性質又は目的により競争に加わるべきものが少数で一般競争入

＜評価項目の設定等の例＞ 

-  競争参加資格の確認や総合評価項目の評価において、技術者の能力等の

要件を緩和する（企業の能力評価等のみとし、技術者の能力等の要件を求

めないことも含む）。 

-  維持修繕工事等、調達環境が厳しい工事の受注者については、次回以降

の総合評価時に加点評価を行う。 

-  各地方整備局等で試行されているチャンス拡大方式（施工計画のみでの

評価、施工計画を求めない実績のみでの評価等）を活用する。 

-  難工事（経常維持工事や橋梁補修、現道沿いの防災工事等を含む）の指

定及び難工事施工実績の評価を導入する。 

・ 社会条件やマネジメント特性が厳しい工事を「難工事」と指定し、

当該工事を適切に完成させた場合にそれ以降発注する工事の総合評価

において「難工事施工実績」として加点評価する。 

 ・ 難工事の指定基準、難工事施工実績の評価基準等については、地域

の実情を踏まえ、適切に設定する。 

 ・ 難工事の指定を行った場合は、入札公告及び入札説明書において難

工事指定工事である旨を明記する。 

＜適切な規模・内容での発注の例＞ 

-  地域の実情等を踏まえつつ、発注ロットを積極的に拡大する（分任官特

例の適用や対象地域の拡大、上位等級工事への参入拡大等を含む）。 

-  技術的難易度が比較的低い工事については上位等級工事への参入を、比

較的高い工事については下位等級工事への参入を可能とする。 

-  県外企業の活用も含め、地域要件を緩和する。 

-  河川事業と道路事業など、複数の事業の工事を組み合わせて発注する。 
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札に付する必要がないものについては、指名競争入札方式を選択するこ

とができる。 

・ 災害復旧工事においては、改正後の公共工事の品質確保の促進に関す

る法律（平成 17年法律第 18号）第７条第１項第３号、「発注関係事務の

運用に関する指針」（平成 27 年１月 30 日公共工事の品質確保の促進に

関する関係省庁連絡会議申合せ）及び「災害復旧における適切な入札契

約方式の適用ガイドラインについて」（平成 29年７月７日付け国地契第

11号、国官技第 84号、国営計第 39号）に基づき、工事の緊急度や実施

する企業の体制等を勘案し、最適な契約相手を選定できるよう、適切な

入札契約方式を適用するとともに、実態を踏まえた積算や発注関係事務

の負担軽減等、被災の状況や地域の実情を踏まえた必要な措置を講ずる。 

 

 

④多様な入札契約方式の導入・活用等 

・ 工事の発注に当たっては、公共工事の品質確保の促進に関する法律第

３条第４項及び「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推

進するための基本的な方針」第２の４に基づき、「発注関係事務の運用

に関する指針」及びそれぞれの技術力や発注体制を踏まえつつ、工事の

性格や地域の実情等に応じて、多様な入札契約方式の中から適切な入札

契約方式を選択するよう努める。 

＜入札契約方式の例＞ 

-  新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、技術者の確保や労働

力、資機材の調達が困難である等の地域の実情や工事の特性を踏まえ、

競争参加者が少数と見込まれるとともに、技術的難易度が比較的低い工

事について、以下のような指名競争入札方式を選択することができる。 

・  分任官工事（営繕工事にあっては、地方整備局会計事務取扱標準細

則（平成 14年 3月 28日付け国官会第 4136号）第 22条第１項第６号に

該当するもののうち本官工事として行うものを含む）について、入札参

加意欲を確認し、施工能力を評価する方式（指名競争・総合評価落札方

式）等 

・  複数の工事について、地域の実情や工事の特性を踏まえ、建設業者

から幅広く入札参加意欲を確認し、指名の際の名簿作成の参考とする方

式（フレームワーク方式）等 

※  これらの方式において、要件を満たす全ての入札参加者を指名する場合には、

一者応札であっても入札契約手続を継続することができる。 

-  新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針を踏まえ、事業の継

続が求められる通年維持工事等や災害復旧工事等について一時中止措置

等を行う場合は、随意契約等の必要な対応を行う。 
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・ 技術的難易度が低い工事については、より一層の競争を促進させる観

点から、「一般競争入札等の競争参加資格における施工実績に係る要件

を緩和する工事の試行について」（平成 22 年３月 29 日付け国地契第 39

号、国官技第 371号、国営計第 104号）等により、競争参加資格の施工

実績に係る要件として工事量を求めないこととしているので、その適切

な実施に努める。 

 

 

⑤ 一括審査方式の更なる活用 

・ 一括審査の対象工事数を上限に、配置予定技術者を複数申請した場合

には、複数の工事の落札を認める。この場合、工事受注者の偏在等の

弊害が生じないよう配慮する。 

 

⑥ 技術提案審査の効率化 

・ 総合評価落札方式における技術提案の審査については、「総合評価方

式及びプロポーザル方式における技術提案の審査に関する体制につい

て」（平成 18年７月 11日付け国官総第 263号、国官会第 495号、国地

契第 38号、国官技第 92号、国営計第 54号）に基づき中立性、公正性

を確保しつつ、効率的な実施に努める。 

 

 

⑦ 概算数量発注又は詳細設計付工事発注により実施する工事の契約変更 

・ 概算数量発注については、「条件明示について」（平成 14年３月 28

日付け国官技第 369号）又は「施工条件明示について」（平成 14年５

月 30日付け国営計第 24号）の規定により工事に関する施工条件を設

計図書に明示することに留意しつつ、その適切な活用に努める。ま

た、詳細設計付工事発注についても、工事の種類、現場条件等を考慮

し、適切な活用に努めること。なお、概算数量発注又は詳細設計付工

事発注により実施する工事においては、当該工事に係る数量又は詳細

設計が確定した段階で、最初の契約変更を適切に行う。 

＜競争参加資格の施工実績に係る要件の例＞ 

-  営繕工事において、改修工事や建築設備の撤去新設工事の場合、競争参

加資格の施工実績に係る要件として工事量を求めない。 

＜総合評価委員会等の中立性、公正性を確保した上での効率化の例＞ 

-  新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るため、入札・契約手続

委員会、技術審査会、総合評価委員会（部会）等の開催について、委員は

必要最小限の人数とし、インターネットによるテレビ会議等による遠隔開

催や書面開催の活用など効率化を図る。 
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・ 概算数量発注又は詳細設計付工事発注により実施する工事において

は、当該工事に係る数量又は詳細設計に基づく最初の設計変更により

追加されるものについて、原則として「設計変更に伴う契約変更の取

扱いについて」（昭和 44年３月 31日付け建設省東地厚発第 31号の

２）中の「現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難な

もの」として契約変更の対象としても差し支えないものとする。 

 

 

⑧ 入札書及び技術資料の同時提出の取扱い 

・ 入札書及び技術資料の同時提出については、「高知県内の入札談合事

案を踏まえた入札契約手続の見直しの実施について」（平成 26年２月

６日付け国地契第 61号、国官技第 256号、国営計第 110号、国北予第

39号）の規定にかかわらず、令和２年度当初予算による工事に適用し

なくても差し支えない。 

 

（２）設計・積算に係る取組 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、特別調査や見積りの徴収等

が困難な歩掛や単価については、設計変更の対象とする旨を入札公告時に明

示するとともに、設定した歩掛や単価を公表し、適切に設計変更を行う。 

また、この場合の現場説明、見積合わせ等については、官署への出張が不

要となるよう、メールやＦＡＸ等を活用する。 

 

① 見積りの積極活用等 

・ 調達環境の厳しい工種や建設資材等について、当初発注から積極的に

見積りを活用して積算するなど、適正な予定価格を設定する。 

・ 調達環境の厳しい工種や建設資材等について、特別調査や見積りの徴

収等により設定した歩掛や単価等を公表する。 

・ 営繕工事において、改修工事の施工条件を踏まえた単価の割増し、工

事ごとの見積単価の収集・使用、見積活用方式の採用など、施工条件に

あった単価の使用を徹底する。 

・ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえ、発注者への見積書の

提出に当たっては、押印の省略、メール等による提出とすることを可能

＜概算数量発注及び詳細設計付工事発注の活用の例＞ 

-  施工能力評価型において概算数量発注を行う場合は、適切な概算数量の

設定及び条件明示を行うなどにより、設計変更手続に十分留意する。 

-  詳細設計付工事発注を行う場合は、予定価格の作成については詳細設計

に係る費用を適切に計上するとともに、工期設定については詳細設計に係

る期間を適切に考慮する。 



 

9 

 

とし、後日押印済みの原本の郵送による提出を求めるなど、受発注者双

方の負担や感染リスクの軽減を行う。 

 

 

 

② 災害の発生等による共通仮設費・現場管理費の補正 

・ 災害の発生等により、積算基準において想定している状況と実態が乖

離している場合等については、同一地域・同種工事の過去の見積りの結

果や間接費実績変更方式における支出実績等を踏まえて、共通仮設費

率・現場管理費率の補正係数を設定し、予定価格を作成する。 

・ 補正係数を設定する場合には、その旨を入札公告時に明示する。 

・ なお、この補正を適用する場合には、大臣官房技術調査課（建設シス 

テム管理企画室）へ報告されたい。 

 

③ 適切な設計変更 

・ 通常の設計変更に加え、厳しい施工条件を踏まえ、設計変更の対象と

する経費や工種等を入札公告時に明示し、適切に設計変更を行う。 

＜当分の間、配慮が必要な工種等＞ 

-  河川維持工（伐木除根工） 

-  砂防工（コンクリート工、鋼製砂防工、仮設備工等） 

-  電源設備工（発電設備設置工、無停電電源設備設置工） 

-  その他、過去に同一地域で不調・不落になった工事と同種及び類似工事 

＜当分の間、配慮が必要な建設資材＞ 

-  鋼矢板 

-  高力ボルト 

-  生コンクリート 

※ 上に掲げる工種・建設資材等のほかに、当初発注から見積りを活用することが適

当と考えられるものがある場合には、事前に大臣官房技術調査課（建設システム管

理企画室）へ報告されたい。 
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④ 施工箇所が点在する工事の間接費の積算 

・ 建設機械を複数箇所に運搬したり、交通規制等が複数箇所で発生した

りするなど、異なる施工箇所としてみなすことが適当と考えられる場合

は、共通仮設費、現場管理費を箇所ごとに算出する。 

 

⑤ 山間地等における移動時間を考慮した積算 

・ 施工箇所が山間地等にあるため、工事に従事する者の現場への移動時

間を考慮したときに、１日８時間の作業時間を確保することが困難と

認められる場合は、「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」（平

成30年3月20日付け国官技第280号）に示す「時間的制約を受ける公共

土木工事の積算」を適用する。 

・ 当該積算方式を適用する場合は、現場への移動時間を考慮した際の作

＜設計変更の対象とする経費の例＞ 

-  遠隔地からの建設資材調達に係る購入費・輸送費 

-  遠隔地からの労働者確保に要する労務管理費・交通費・宿泊費等 

-  資機材置き場の確保が困難な工事における運搬費 

-  交通集中が見られる地域における安全費 

-  現場事務所等の借上げに要する費用が多大となる地域における営繕費 

-  新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に係る費用 

・労働者宿舎における密集を避けるための、近隣宿泊施設の宿泊費・交通

費 

・現場事務所や労働者宿舎等の拡張費用・借地料 

・現場従事者のマスク、インカム、シールドヘルメット等の購入・リース

費用 

・現場に配備する消毒液、赤外線体温計等の購入・リース費用 

・遠隔臨場やテレビ会議等のための機材・通信費 

※ 「工事及び業務における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の徹底

について」（令和２年４月 20 日付け国官総第 12 号、国地契第５号、国官技第 19

号、国営管第 49 号、国営計第９号、国港総第 62 号、国港技第９号、国空予管第

47号、国空空技第 13号、国空交企第 12号、国北予第３号）参照。 

＜設計変更の対象とする工種等の例＞ 

-  ブロック工の不足する地域における間知ブロック張工 

-  河川維持工（伐木除根工） 

-  砂防工（コンクリート工、鋼製砂防工、仮設備工等） 

-  電源設備工（発電設備設置工、無停電電源設備設置工） 

-  その他、過去に同一地域で不調・不落になった工事と同種及び類似工事 
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業時間に応じて労務費の設計変更を行う対象工事である旨を入札公告

時に明示する。 

・ 離島等における営繕工事の積算に当たっては、材料・労務の調達、プ

ラント・機械器具の有無、運搬方法等についての特殊事情を調査・検

討し、実状に応じて必要な費用を計上する。 

 

 

 

⑥  現道上の工事等における施工地域を考慮した積算 

・ 施工地域や工種区分に応じて、共通仮設費及び現場管理費の補正係数を

適切に適用する。 

・ 現道上の工事等においては、常時全面通行止めを行う場合を含め車線変

更を促す規制を伴う場合には、車線数や交通量にかかわらず補正係数を適

切に適用する。 

 

⑦ 適切な工期設定 

・ 余裕期間制度を原則活用する。なお、当分の間、余裕期間は、契約ご

とに原則６ヶ月を超えない範囲内で設定できるものとする。この場合に

おいて、余裕期間をいたずらに長期間設定することで、事業の全体工程

の遅延や工期の終期が年度末となる工事の過度な増加（施工時期の偏

在）が生じないよう、配慮すること。また、６ヶ月を超えての余裕期間

を設定する必要がある場合は、土木工事については大臣官房技術調査課

（建設システム管理企画室）、営繕工事については大臣官房官庁営繕部

計画課へ協議されたい。 

・ 施工箇所が点在する工事において、箇所ごとの施工体制ではなく、い

わゆる１班体制による施工を前提とした工期設定を基本とする。この場

合においては、技術者を無用に長期間拘束しないよう、余裕期間制度を

活用し、前倒し竣工を可能とする。 

 

⑧ 交通誘導警備員の円滑な確保等 

・ 「国土交通省所管事業の執行における交通誘導警備員の円滑な確保等に

ついて」（令和２年３月 31 日付け国官技第 501 号）に基づき、遠隔地か

らの交通誘導警備員確保等に要する経費の計上、工事用信号機の活用、交

通誘導警備員対策協議会の設置等の適切な対策を実施する。 

＜適用する例＞ 

-  山間僻地及び離島における工事 

-  砂防・地すべり等工事（施工地域が人口集中地区（DID地区）及びこれ

に準ずる地区である場合を除く） 
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（３）施工段階等における取組 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に万全を期す観点から、工事

等に係る検査、打合せ等の実施に当たっては、受発注者協議の上、設備環

境の整備状況等を踏まえつつ、可能な限り電話、インターネット等を活用

する。また、令和元年８月より運用を開始した電子契約システムについて

は、受発注者間の書類等のやり取りがシステム上で可能となることから、

受注者に対して更なる利用を促すこと。 

 

① 監理技術者等の途中交代 

・ 監理技術者等の死亡や疾病等、真にやむを得ない場合のほか、受注者の

責めによらない理由により工期が延長された場合等においては、監理技術

者等の途中交代が可能である旨を入札手続段階で明確化するなど、「監理

技術者制度の運用等について」（平成 28年 12月 28日付け国地契第 58号、

国官技第 246 号、国営計第 75 号）及び「新型コロナウイルス感染症対策

による学校等の臨時休業に伴う建設業法上の取扱いの明確化について」

（令和２年２月 28 日付け国地契第 48 号、国官技第 363 号、国営計第 122

号）に基づき、適切に対応する。 

 
 

② 工事書類の簡素化 

・ 各地方整備局等で試行されている工事書類（資料検査に必要な書類）の 

簡素化の取組等を参考にして、事務の効率化を図る。 

 

 

③ 検査の実施 

・ 「工事及び業務における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策

の徹底について」に基づき、人と人との接触を可能な限り避けるために必

＜監理技術者等の途中交代の例＞ 

-  学校等の臨時休業に伴う育児のため、監理技術者等がやむを得ず職務を

継続できない場合や、新型コロナウイルス感染症への感染が疑われる場合

には、監理技術者等の交代、代理勤務等を認める。 

＜検査時の書類の簡素化の例＞ 

-  検査時の確認書類を工事品質に関わる資料に限定する（検査書類限定型

モデル工事の活用）。 

※ 「国土交通省所管事業の執行における円滑な発注及び施工体制の確保に向けた

具体的対策における工事書類の簡素化の取扱いについて」（令和２年５月７日付け

大臣官房技術調査課建設システム管理企画室長事務連絡）参照。 
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要最少限で実施する等の適切な対策を実施する。 

 

 

④ 遠隔臨場の取組 

・ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るため、「建設現場の遠

隔臨場に関する試行について」（令和２年３月２日付け国官技第 333 号）

に基づき、遠隔臨場を積極的に行う。 

※ 具体的な試行方法は「令和２年度における遠隔臨場の試行について」（令和２年

５月７日付け大臣官房技術調査課建設システム管理企画室長事務連絡）参照。 

 

⑤ 履行状況の確認等 

・ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえ、業務計画書の提出期限

や工事・業務実績情報データベースへの登録期限など発注者に対する提出

書類等の期限を延長する。また、ワンデーレスポンス、ウィークリースタ

ンスの取組についても、適宜柔軟な対応を行う。 

 

（４）成績評定における取組 

・ 工事種別が維持修繕である工事等については、「請負工事成績評定要

領の運用の一部改正について」（令和元年11月20日付け国官技第258号）

により、成績の評定を行う際の評価対象となったことに留意する。 

 

 

３．入札不調の際の随意契約の実施について 

入札不調により契約に至らない工事等について、以下の条件を全て満たす

場合は、競争に付しても入札者がないときに行うことができる予算決算及び

＜中間技術検査の簡素化の例＞ 

- 原則２回実施する中間技術検査について、工事の重要度に応じて実施頻

度を増減する。 

※ 実施頻度を減ずることができる場合について「地方整備局土木工事技術検査基

準（案）における中間検査の実施頻度について」（令和２年３月 25日付け大臣官房

技術調査課工事監視官事務連絡）参照。 

＜成績評定評価項目の弾力的な対応の例＞ 

－ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける評価項目については、感

染拡大防止を図るために災害防止協議会や訓練等の時期を調整するなど柔

軟な対応を行った場合でも成績評定で評価する。 

※ 「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた請負工事成績評定

要領の弾力的な取り扱いについて」（令和２年５月７日付け大臣官房技術調査課工

事監視官事務連絡）参照。 
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会計令（昭和22年勅令第165号）第99条の２の規定による随意契約（以下

「不調随契」という。）によることができる。 

① 品質を確保した上で、入札参加資格要件（技術要件、地域要件、対象等

級）を最大限緩和していること。 

② 見積りの積極活用、調達実態を反映した設計変更、施工箇所が点在する

工事の間接費の積算等、積算上最大限の対策を講じていること。 

③ 過去の不調発生状況から、競争入札手続を行った場合に、入札者の見込

みがない可能性が高いと判断されること。 

なお、１回の入札不調で不調随契への移行も可能ではあるが、上記条件を

全て満たすことを適切に確認すること。 

また、必要な対策を講じずに再公告を行い、入札不調が繰り返されること

のないよう十分留意すること。 

一方、再度の入札を行っても落札者がないときに行うことができる同条の

規定による随意契約（以下「不落随契」という。）については、「不落随契

の原則廃止等その厳正化について」（平成17年８月29日付け国地契第46号）

において、不落随契の原則廃止等その厳正化について定められていることに

留意されたい。 

 

４．その他 

・ 現在契約中の工事等についても、本対策の趣旨を踏まえ、適切に対応

すること。 

・ 本対策を行う際には、地域の実情を踏まえつつ、必要に応じて各業界

団体等とインターネット等を活用し、意見交換等を実施すること。 

 

 なお、本対策の内容については、必要に応じて、適宜見直すものとする。 



 
 

事 務 連 絡 

令和２年５月１５日 

 

 

各都道府県入札契約担当部局長 殿 
各指定都市入札契約担当部局長 殿  
 

 

国土交通省土地・建設産業局建設業課長 

 

 

緊急事態措置を実施すべき区域の変更に伴う工事及び業務の対応について 

 

 

このたび、令和２年５月 14 日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく

緊急事態宣言について、緊急事態措置を実施すべき区域（以下「対象地域」という。）

が変更されたところですが、施工中の工事及び測量・調査・設計等の業務（以下「工

事等」という。）における感染拡大防止措置等につきましては、引き続き、「新型コロ

ナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について」（令

和２年４月８日付け国土入企第６号）（以下「４月８日付け通知」という。）の「２．

施工中の工事等における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等について」を踏

まえ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、現場での

マスク着用、手洗い・うがいなど、感染予防の対応を行うとともに、施工に伴う三つ

の密の発生の回避や影響緩和の対策が講じられるよう受注者に対して周知を図るな

ど、適切なご対応を宜しくお願いします。 

 

対象地域における工事等については、引き続き、受注者からの申出に応じて協議を

行い、工期の見直しや請負代金額の変更、一時中止等の措置を適切に行っていただく

とともに、対象地域外における工事等については、４月８日付け通知「１．施工中の

工事等における新型コロナウイルス感染症に係る一時中止措置等の対応について」の

とおり、新型コロナウイルス感染症の罹患や学校の臨時休業等の感染拡大防止措置に

伴い技術者等が確保できない場合、また、これらにより資機材等が調達できないなど

の事情で現場の施工を継続することが困難となった場合の他、受注者から一時中止等

の申出があった場合においては、一時中止等を希望する期間のほか、受注者の新型コ

ロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた取組状況、地方公共団体からの活動自粛

要請等の事情を個別に確認した上で、必要があると認められるときは、特段の事情が

ない限り、受注者の責によらない事由によるものとして、工期の見直し及びこれに伴

い必要となる請負代金額の変更、一時中止の対応等、適切な措置を行うようお願いし

ます。 



 
 

また、国土交通省直轄事業において、新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣

言の一部解除後における工事及び業務の対応について、別紙１のとおり対応すること

としておりますので、ご参考にお知らせします。 

 

なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止については、令和２年５月４日の緊急

事態宣言の延長に伴い、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（令和 2

年 3 月 28 日（令和 2 年 5 月 14 日変更）、以下「対処方針」という。）において、「事

業者及び関係団体は、今後の持続的な対策を見据え、５月４日の専門家会議の提言を

参考に、業種や施設の種別ごとにガイドラインを作成するなど、自主的な感染防止の

ための取組を進めること」とされたところです。 

建設現場における「三つの密」の防止対策については、これまでも「新型コロナウ

イルス感染症に係る緊急事態措置の対象が全国に拡大されたことに伴う工事等の対

応について」（令和２年４月 17 日国土建第７号）等により周知を行ってきましたが、

今般、対処方針の改訂を踏まえ、 建設現場の「三つの密」の回避等に向けて建設企業

で実践されている取組事例を拡充させた他、オフィス等における対策や通勤時の対策、

感染者が発生した場合の対応等を盛り込んだ「建設業における新型コロナウイルス感

染予防対策ガイドライン（令和２年５月 14 日版）」にとりまとめ、別紙２のとおり建

設業者団体宛てに送付しておりますので、ご参考にお知らせします。 

 

各都道府県におかれては、貴都道府県内の関係市町村（指定都市を除く。）に対して

も、周知を宜しくお願いします。 



 

事  務  連  絡 

令和２年５月 14日 

 

大臣官房官庁営繕部 各 課 長 殿 

各 地 方 整 備 局 総 務 部 長 殿 

企 画 部 長 殿 

営 繕 部 長 殿 

港湾空港部長 殿 

北 海 道 開 発 局 事業振興部長 殿 

営 繕 部 長 殿 

各 地 方 航 空 局 総 務 部 長 殿 

空 港 部 長 殿 

保 安 部 長 殿 

国土技術政策総合研究所 総 務 部 長 殿 

          管理調整部長 殿 

国 土 地 理 院 総 務 部 長 殿 

 

   国土交通省  

大 臣 官 房 公 共 事 業 調 査 室 長 

大 臣 官 房 地 方 課 長 

大 臣 官 房 技 術 調 査 課 長 

大臣官房官庁営繕部管理課長 

大臣官房官庁営繕部計画課長 

港 湾 局 総 務 課 長 

港 湾 局 技 術 企 画 課 長 

航 空 局 予 算 ・ 管 財 室 長 

     航空局航空ネットワーク部空港技術課長 

航空局交通管制部交通管制企画課長 

北 海 道 局 予 算 課 長 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の一部解除後における 

工事及び業務の対応について 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について、令和２年５月 14日に緊急事

態宣言が一部の地域において解除された。緊急事態宣言を踏まえた工事又は測量・調

査・設計等の業務（以下「工事等」という。）の対応については「新型コロナウイル

ス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について」（令和２年４

月７日付け国地契第１号、国官技第６号、国営管第 12号、国営計第１号、国港総第

16号、国港技第３号、国空予管第 15号、国空空技第５号、国空交企第３号、国北予

第１号。以下「４月７日通達」という。別紙１）に、工事等における新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大防止対策の徹底については、「工事及び業務における新型コロ

ナウイルス感染症の感染拡大防止対策の徹底について」（令和２年４月 20日付け国官

総第 12号、国地契第５号、国官技第 19号、国営管第 49号、国営計第９号、国港総

第 62号、国港技第９号、国空予管第 47号、国空空技第 13号、国空交企第 12号、国

Administrator
スタンプ



 

北予第３号。以下「４月 20日通達」という。別紙２）に取扱いを定めたところであ

るが、緊急事態宣言が解除された地域は、本日改正された「新型コロナウイルス感染

症対策の基本的対処方針」においても、引き続き基本的な感染防止策の徹底等を継続

する必要があるとされていることを踏まえ、当該地域における工事等の対応につい

て、４月７日通達のⅠ２、Ⅰ３及びⅡ並びに４月 20日通達に基づき、遺漏なきよう

措置されたい。 

なお、感染拡大防止対策の徹底については、受発注者双方において「建設業におけ

る新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン（令和２年５月 14日版）」（「「建設

業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン（令和２年５月 14日版）」

の作成について」（令和２年５月 14日付け国土建第 18号。別紙３）の別添１）も参

考にされたい。 

 

 



 

国 土 建 第 1 8 号 

令和２年５月 14 日 

 

建設業者団体の長 殿 

 

 

国土交通省土地・建設産業局建設業課長 

 
「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン 

（令和２年５月 14日版）」の作成について 

 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止については、令和２年５月４日に緊急事態

宣言が延長され、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（令和２年

３月 28日（令和２年５月 14日変更）、以下「対処方針」という。）において、

「事業者及び関係団体は、今後の持続的な対策を見据え、５月４日専門家会議の提

言を参考に、業種や施設の種別ごとにガイドラインを作成するなど、自主的な感染

防止のための取組を進めること」とされたところです。 

 建設現場における「三つの密」の防止対策については、これまでも「新型コロナウ

イルス感染症に係る緊急事態措置の対象が全国に拡大されたことに伴う工事等の対

応について（令和２年４月 17日国土建第７号）」等の周知を行ってきましたが、今般、

対処方針の改訂を踏まえ、建設現場の「三つの密」の回避等に向けて建設企業で実践

されている取組事例を拡充させたほか、オフィス等における対策や通勤時の対策、感

染者が発生した場合の対応等を盛り込んだ「建設業における新型コロナウイルス感染

予防対策ガイドライン（令和２年５月 14日版）」を別添１のとおりとりまとめました。 

貴職におかれましては、本ガイドラインを踏まえ、建設現場の「三つの密」対策を

徹底していただきますようお願いいたします。 

以上 
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国 不 建 第 １ 号 

令和２年７月１日 

 

建設業者団体の長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

（ 公 印 省 略 ） 
 
「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」の改訂について 

 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止については、「新型コロナウイルス感染症

対策の基本的対処方針」（令和２年３月 28 日（令和２年５月 25 日変更））におい

て、「事業者及び関係団体は、今後の持続的な対策を見据え、業種ごとに策定され

る感染拡大予防ガイドライン等を実践するなど、自主的な感染防止のための取組を

進める」とされているところです。 

 建設現場における「三つの密」の防止対策については、これまでも「建設業におけ

る新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン（令和２年５月 14 日版）」等の周知

を行ってきましたが、今般、マスクの着用や三つの密を避ける等の「新しい生活様式」

が求められている中で、熱中症予防のために建設企業で実践されている取組事例を拡

充するとともに、新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）の利用等を盛り込

み、「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン（令和２年５月

14 日（令和２年７月１日改訂版））」を別添１のとおり改訂いたしました。 

貴職におかれましては、引き続き、本ガイドラインを踏まえ、建設現場の「三つの

密」対策及び対策に伴う熱中症リスク軽減等を徹底していただきますようお願いいた

します。 

以上 
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国 不 建 第 82 号 

令和２年８月 25 日 

 

建設業者団体の長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

（ 公 印 省 略 ） 
 
「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」の改訂について 

 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止については、「新型コロナウイルス感染症対

策の基本的対処方針」（令和２年３月 28 日（令和２年５月 25 日変更））において、

「事業者及び関係団体は、今後の持続的な対策を見据え、業種ごとに策定される感染

拡大予防ガイドライン等を実践するなど、自主的な感染防止のための取組を進める」

とされており、また、建設現場における「三つの密」の防止対策については、これま

でも「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン（令和２年５月

14 日（令和２年７月１日改訂版））」等の周知・徹底を図ってきたところです。 

今般、直近の新規感染者数が全国的に増加傾向にあり、一部地域では感染拡大のス

ピードが増している状況を踏まえ、厚生労働省において、集団感染発生事業場におけ

る要因分析等を踏まえて「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する

ためのチェックリスト」の改訂を行うとともに、職場における新型コロナウイルス感

染症への感染予防、健康管理の強化について最新の状況を踏まえた留意事項等を取り

まとめたところであり、これらを踏まえて、「建設業における新型コロナウイルス感

染予防対策ガイドライン（令和２年５月 14 日（令和２年８月 25 日改訂版））」を別添

１のとおり改訂いたしました。 

貴職におかれましては、引き続き、本ガイドラインを踏まえ、建設現場の「三つの

密」対策及び対策に伴う熱中症リスク軽減等を徹底していただきますようお願いいた

します。また、これまでの建設業における感染発生状況では、土木工事の現場に比べ

て、「三つの密」が生じやすいと考えられる建築工事の現場やオフィスでの感染例が

多く見受けられるため、これらの場所においては、感染防止対策の徹底に特に注意す

るようお願いいたします。 

 

以上 

Administrator
スタンプ



 

国不建第 307 号 

令和２年 12 月 24 日 

 

建設業者団体の長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

（ 公 印 省 略 ） 
 
「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」の改訂について 

 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止については、「新型コロナウイルス感染症対

策の基本的対処方針」（令和２年３月 28 日（令和２年５月 25 日変更））において、

「事業者及び関係団体は、今後の持続的な対策を見据え、業種ごとに策定される感染

拡大予防ガイドライン等を実践するなど、自主的な感染防止のための取組を進める」

とされており、また、建設現場における「三つの密」の防止対策については、これま

でも「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン（令和２年５月

14 日（令和２年８月 25 日改訂版））」等の周知・徹底を図ってきたところです。 

今般、直近の新規感染者数が過去最多の水準となっており、地域によってはすでに

急速な感染拡大が見られている状況を踏まえ、厚生労働省において、「職場における

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」について、冬場

における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法に係るチェック項目を

追加するなどの改訂を行うとともに、職場における新型コロナウイルス感染症への感

染予防、健康管理についての留意事項等を取りまとめたところであり、これらを踏ま

えて、「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン（令和２年５

月 14 日（令和２年 12 月 24 日改訂版））」を別添１のとおり改訂いたしました。 

貴職におかれましては、引き続き、本ガイドラインを踏まえ、建設現場の「三つの

密」対策等を徹底していただきますようお願いいたします。また、これまでの建設業

における感染発生状況では、土木工事の現場に比べて、「三つの密」が生じやすいと考

えられる建築工事の現場やオフィスでの感染例が多く見受けられるため、これらの場

所においては、感染防止対策の徹底に特に注意するようお願いいたします。 

 

以上 

Administrator
スタンプ



 

事 務 連 絡 

令和３年１月７日 

 

 

建設業者団体の長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた

工事及び業務の対応について 

 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止措置等につきましては、「建設業におけ

る新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン（令和２年５月 14 日（令和２年 12

月 24 日改訂版））」（以下「ガイドライン」という。）を踏まえた建設現場やオフィス

における感染予防対策の更なる徹底等をお願いしてきたところですが、このたび、令

和３年１月７日に、１都３県（埼玉県、千葉県、神奈川県）を対象として、内閣総理

大臣より新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が行われまし

た。 

 

今般変更された「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（令和２年３月

28 日（令和３年１月７日変更））」（以下「基本的対処方針」という。）においては、「三

つの密」を徹底的に避け、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの

手指衛生」等の基本的な感染対策を行うことをより一層推進することなどが重要であ

るとされており、新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な方針として、感

染拡大を予防する「新しい生活様式」の定着や「感染リスクが高まる「５つの場面」」

を回避すること等を促すとともに、事業者及び関係団体に対して、業種別ガイドライ

ン等の実践を促していくこととされています。また、基本的対処方針においては、引

き続き、社会の安定の維持の観点から、緊急事態措置の期間中にも、河川や道路など

の公物管理や公共工事など、安全安心に必要な社会基盤に係る事業者については最低

限の事業継続が要請されているところであり、ガイドラインを踏まえた建設現場やオ

フィスにおける感染予防対策の更なる徹底等をお願いいたします。 

また、今般の緊急事態宣言においては、特に飲食の場を中心とした感染リスクが高

い場面を回避する対策が求められており、職場等における飲み会の自粛、飲食テイク

アウトの推奨、テレワークの実施等、対策の実効性を高めるための環境づくりをお願

いいたします。 

貴職におかれましては、当該取組についてご理解と適切な対応をお願いするととも

に、会員、傘下団体等に周知いただきますようお願いいたします。 

 

【別添１】 



 

 なお、施工中の工事及び業務における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止措

置等につきましては、「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除後にお

ける工事及び業務の対応について」（令和２年５月 25 日付け事務連絡）等により、地

方公共団体等あてに通知するとともに、貴団体など建設業者団体等あてにも参考送付

させていただいたところです。 

 今般、緊急事態宣言が行われたことを踏まえ、施工中の工事等における感染拡大防

止措置や、ガイドライン等の周知徹底等について、別添１のとおり地方公共団体あて

に通知するとともに、別添２のとおり民間発注者団体等あてに送付しておりますので、

参考まで送付いたします。 

 



 
 

国不入企第３１号 

令和３年１月７日 

 

 

各都道府県入札契約担当部局長 殿 
各指定都市入札契約担当部局長 殿  
 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

（ 公 印 省 略 ）    

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた

工事及び業務の対応について 

 

 

施工中の工事及び業務における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止措置等

につきましては、「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除後における

工事及び業務の対応について」（令和２年５月 25 日付け事務連絡）等により、適切な

対応をお願いしてきたところです。 

このたび、令和３年１月７日に、１都３県（埼玉県、千葉県、神奈川県）を対象と

して、内閣総理大臣より新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言

が行われたところです。新型コロナウイルス感染症への対策について、「新型コロナ

ウイルス感染症対策の基本的対処方針」（令和２年３月28日（令和３年１月７日変更））

（以下「基本的対処方針」という。）においては、「三つの密」を徹底的に避け、「人と

人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指衛生」等の基本的な感染対

策を行うことをより一層推進することなどが重要であるとされており、新型コロナウ

イルス感染症の対処に関する全般的な方針として、感染拡大を予防する「新しい生活

様式」の定着や「感染リスクが高まる「５つの場面」」を回避すること等を促すととも

に、事業者及び関係団体に対して、業種別ガイドライン等の実践を促していくことと

されています。また、基本的対処方針においては、引き続き、社会の安定の維持の観

点から、緊急事態措置の期間中にも、河川や道路などの公物管理や公共工事など、安

全安心に必要な社会基盤に係る事業者については最低限の事業継続が要請されてい

るところです。これらのことを踏まえ、施工中の工事等における感染拡大防止措置等

につきましては、引き続き、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定

期的な消毒、現場でのマスク着用、手洗い、換気、「居場所の切り替わり」への注意な

ど、感染予防の対応を行うとともに、施工に伴う三つの密の発生の回避や影響緩和の

対策が講じられるよう、改めて、受注者に対して「建設業における新型コロナウイル

ス感染予防対策ガイドライン（令和２年５月 14 日（令和２年 12 月 24 日改訂版））」

別添１ 



 
 

及び内閣官房の新型コロナウイルス感染症対策ホームページにおいて公表されてい

る業種ごとの感染拡大予防ガイドライン等の周知徹底を図るなど、適切なご対応を宜

しくお願いします。 

 また、「三つの密」対策等の更なる徹底や、感染リスクが高い場面を回避する対策の

実効性を高めるための環境づくり等について、別添１のとおり建設業者団体宛に送付

しておりますので、ご参考にお知らせします。 

なお、これまでも、新型コロナウイルスの罹患等により現場の施工を継続すること

が困難となった場合の他、受注者から工期延長等の申し出があった場合で必要がある

と認められるときには、工期の見直し及びこれに伴い必要となる請負代金額の変更等、

適切な措置を行うようお願いしてきたところですが、これらの措置については、引き

続き、同様の取扱いをお願いいたします。また、これらの措置の実施に伴い、工期又

は履行期間が年度を超える可能性がある場合には、必要となる予算の繰越手続につい

ても、遺漏なきよう宜しくお願いします。 

併せて、新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた、国土交通省直

轄事業における対応について、別添２のとおり定めておりますので、ご参考にお知ら

せします。 

各都道府県におかれては、貴都道府県内の関係市町村（指定都市を除く。）に対して

も、周知を宜しくお願いします。 



 

事 務 連 絡 

令和３年１月７日 

 

 

主な民間発注者団体の長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた

工事及び業務の対応について 

 

 

 施工中の工事及び業務における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止措置等 

につきましては、「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除後における 

工事及び業務の対応について」（令和２年５月 25 日付け事務連絡）等により、地方公

共団体等あてに通知するとともに、貴団体など民間発注者団体等あてにも参考送付さ

せていただいたところです。 

 このたび、令和３年１月７日に、１都３県（埼玉県、千葉県、神奈川県）を対象と

して、内閣総理大臣より新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言

が行われたことを踏まえ、施工中の工事等における感染拡大防止措置や、「建設業に

おける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン（令和２年５月 14 日（令和２

年 12 月 24 日改訂版））」等の周知徹底等について、別添１のとおり地方公共団体あて

に通知するとともに、別添２のとおり建設業者団体等あてに送付しておりますので、

参考まで送付いたします。 

 

なお、これまでもお知らせしていたとおり、受発注者の故意又は過失により施工で

きなくなる場合を除き、資機材等の調達困難や感染者の発生など、新型コロナウイル

ス感染症の影響により工事が施工できなくなる場合は、建設工事標準請負契約約款に

おける「不可抗力」に該当するものと考えられます。この場合、民間工事標準請負契

約約款（甲）・（乙）においては、受注者は発注者に工期の延長を請求でき、下請工事

標準請負契約約款においては、元請負人は必要があるときは工事を中止し、工期の延

長について元下間で協議することとしており、いずれの場合も増加する費用について

は発注者（元請負人）と受注者（下請負人）が協議をして決めることとされておりま

すので、引き続き適切な対応が図られるよう、改めて、傘下の会員企業等への周知を

お願いいたします。 

 

 

別添２ 



 

事 務 連 絡 

令和３年１月 13 日 

 

 

建設業者団体の長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の 

変更（令和３年１月 13 日）に伴う工事及び業務の対応について 

 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について、令和３年１月 13 日に、内閣

総理大臣より新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置の対象と

して２府５県（栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県）が追加

されたところです。緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応については、「新型

コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について」

（令和３年１月７日付け事務連絡）において、「建設業における新型コロナウイルス

感染予防対策ガイドライン（令和２年５月 14 日（令和２年 12 月 24 日改訂版））」を

踏まえた建設現場やオフィスにおける感染予防対策の更なる徹底等をお願いしてい

たところですが、引き続き、同事務連絡に基づき、遺漏なきようご対応をお願いいた

します。 

 

 なお、緊急事態措置を実施すべき区域の変更を踏まえた対応について、別添１のと

おり地方公共団体あてに送付するとともに、別添２のとおり民間発注者団体等あてに

送付しておりますので、参考まで送付いたします。 

 

Administrator
スタンプ



 

事 務 連 絡 

令和３年１月１３日 

 

 

各都道府県入札契約担当部局長 殿 

各指定都市入札契約担当部局長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 
 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域

の変更（令和３年１月 13 日）に伴う工事及び業務の対応について 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対

応については「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事

及び業務の対応について」（令和３年１月７日付け国不入企第 31 号）等により、

適切な対応をお願いしてきたところです。  

令和３年１月 13 日に、内閣総理大臣より新型インフルエンザ等対策特別措置

法に基づく緊急事態措置の対象として２府５県（栃木県、岐阜県、愛知県、京都

府、大阪府、兵庫県、福岡県）が追加されたところですが、令和３年１月７日付

け国不入企第 31 号等の内容を踏まえ、引き続き、適切なご対応を宜しくお願い

します。 

また、新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の対象地域の拡大を踏ま

えた、国土交通省直轄事業における対応について、別添のとおり事務連絡が送付

されておりますので、ご参考にお知らせします。 

各都道府県におかれては、貴都道府県内の関係市町村（指定都市を除く。）に

対しても、周知を宜しくお願いします。 

【別添１】 



 

事 務 連 絡 

令和３年１月 13 日 

 

 

主な民間発注者団体の長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の 

変更（令和３年１月 13 日）に伴う工事及び業務の対応について 

 

 

 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応に

ついては「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の

対応について」（令和３年１月７日付け国不入企第 31 号）等により、地方公共団体等

あてに通知するとともに、貴団体など民間発注者団体等あてにも参考送付させていた

だいたところです。 

 令和３年１月 13 日に、内閣総理大臣より新型インフルエンザ等対策特別措置法に

基づく緊急事態措置の対象として２府５県（栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪

府、兵庫県、福岡県）が追加されたことを踏まえ、緊急事態措置を実施すべき区域の

変更を踏まえた対応について、別添１のとおり地方公共団体あてに送付するとともに、

別添２のとおり建設業者団体等あてに送付しておりますので、参考まで送付いたしま

す。 

 

なお、これまでもお知らせしていたとおり、受発注者の故意又は過失により施工で

きなくなる場合を除き、資機材等の調達困難や感染者の発生など、新型コロナウイル

ス感染症の影響により工事が施工できなくなる場合は、建設工事標準請負契約約款に

おける「不可抗力」に該当するものと考えられます。この場合、民間工事標準請負契

約約款（甲）・（乙）においては、受注者は発注者に工期の延長を請求でき、下請工事

標準請負契約約款においては、元請負人は必要があるときは工事を中止し、工期の延

長について元下間で協議することとしており、いずれの場合も増加する費用について

は発注者（元請負人）と受注者（下請負人）が協議をして決めることとされておりま

すので、引き続き適切な対応が図られるよう、改めて、傘下の会員企業等への周知を

お願いいたします。 

 

 

【別添２】 



 

事 務 連 絡 

令和３年５月１２日 

 

 

建設業者団体の長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更

及び期間の延長（令和３年５月７日）に伴う工事及び業務の対応について 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応に

ついては「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の

対応について」（令和３年４月２５日付け事務連絡）等により、適切な対応をお願いし

てきたところです。 

このたび、令和３年５月７日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対策

特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき区域（以下「緊急事態措置区域」とい

う。）について、東京都、京都府、大阪府、兵庫県の１都２府１県から愛知県、福岡県

を含む１都２府３県に拡大する公示がなされ、拡大された緊急事態措置区域も含めて

同５月１２日から５月３１日まで緊急事態措置を実施することが決定されたところ

ですが、令和３年４月２５日付け事務連絡等の内容を踏まえ、引き続き、適切なご対

応を宜しくお願いします。 

特に、緊急事態措置においては、政府及び特定都道府県は、事業者に対して、「職場

への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務（テレワーク）活用や大

型連休中の休暇取得の促進等により、出勤者数の７割削減を目指すよう働きかけを行

う」こととされており、出勤者数の削減のための取組についてご協力をお願いいたし

ます。 

 

なお、地方公共団体が、当該地方公共団体の域外から工事従事者が来訪する場合の

感染防止対策等について要請を出している場合には、当該要請への適切なご対応を宜

しくお願いします。 

また、緊急事態措置を実施すべき区域の変更及び期間の延長に伴う対応について、

別添１のとおり地方公共団体あてに送付するとともに、別添２のとおり民間発注者団

体等あてに送付しておりますので、参考まで送付いたします。 



 

事 務 連 絡 

令和３年５月１２日 

 

 

建設業者団体の長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の

変更及び期間の延長（令和３年５月７日）に伴う工事及び業務の対応について 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置に関する公示を踏まえた

工事及び業務の対応については「新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点

措置を実施すべき区域の変更（令和３年４月２３日）に伴う工事及び業務の対応につ

いて」（令和３年４月２５日付け事務連絡）等により、適切な対応をお願いしてきたと

ころです。 

このたび、令和３年５月７日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対策

特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を実施すべき区域（以下「重点措置区域」

という。）について、宮城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、愛媛県、沖縄県の

７県から宮城県、愛知県を除き、北海道、岐阜県、三重県を加えた１道７県に変更す

る公示がなされ、同５月１２日から（追加された１道２県は５月９日から）５月３１

日までまん延防止等重点措置を実施することが決定されたところですが、令和３年４

月２５日付け事務連絡等の内容を踏まえ、引き続き、適切なご対応を宜しくお願いし

ます。 

特に、まん延防止等重点措置においては、重点措置区域である都道府県は、事業者

に対して、「職場への出勤等について、『出勤者数の 7割削減』を目指すことも含め接

触機会の低減に向け、在宅勤務（テレワーク）や、出勤が必要となる職場でもローテ

ーション勤務等を更に徹底するよう働きかけること。特に、緊急事態措置の実施期間

においては、緊急事態措置区域等への出勤について、在宅勤務（テレワーク）の活用

や休暇取得の促進等により、出勤者数の減に努めるよう働きかけること。」とされて

おり、出勤者数の削減のための取組について都道府県へのご協力をお願いいたします。 

 

なお、地方公共団体が、当該地方公共団体の域外から工事従事者が来訪する場合の

感染防止対策等について要請を出している場合には、当該要請への適切なご対応を宜

しくお願いします。 



 

 また、まん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更及び期間の延長に伴う対応に

ついて、別添１のとおり地方公共団体あてに送付するとともに、別添２のとおり民間

発注者団体等あてに送付しておりますので、参考まで送付いたします。 



 

国不建第５８ 号 

令和３年５月１２日 

 

建設業者団体の長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

（ 公 印 省 略 ） 
 
「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」の改訂について 

 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止については、「新型コロナウイルス感染症対

策の基本的対処方針」（令和２年３月 28 日（令和３年５月７日変更））において、

「事業者及び関係団体は、今後の持続的な対策を見据え、業種ごとに策定される感染

拡大予防ガイドライン等を実践するなど、自主的な感染防止のための取組を進める」

とされており、また、建設現場における「三つの密」の防止対策については、これま

でも「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン（令和２年５月

14 日（令和２年 12 月 24 日改訂版））」等の周知・徹底を図ってきたところです。 

今般、「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」（令和３年

法律第５号）が、第 204 回国会（通常国会）において令和３年２月３日に可決成立し、

２月 13 日に施行され、改正法においては新たに差別的取扱い等の防止に関する規定

が設けられたこと、内閣官房「感染の再拡大防止特設サイト」において感染対策啓発

用のポスター等が充実されたこと等を踏まえて、「建設業における新型コロナウイル

ス感染予防対策ガイドライン（令和２年５月 14 日（令和３年５月 12 日改訂版））」を

別添１のとおり改訂いたしました。 

貴職におかれましては、引き続き、本ガイドラインを踏まえ、建設現場の「三つの

密」対策等を徹底していただきますようお願いいたします。また、これまでの建設業

における感染発生状況では、土木工事の現場に比べて、「三つの密」が生じやすいと考

えられる建築工事の現場やオフィスでの感染例が多く見受けられるため、これらの場

所においては、感染防止対策の徹底に特に注意するようお願いいたします。 

 

以上 



事 務 連 絡

令和３年５月１６日

建設業者団体の長 殿

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更

（令和３年５月１４日）に伴う工事及び業務の対応について

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応に

ついては「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更及

び期間の延長（令和３年５月７日）に伴う工事及び業務の対応について」（令和３年５

月１２日付け事務連絡）等により、適切な対応をお願いしてきたところです。

このたび、令和３年５月１４日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対

策特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき区域（以下「緊急事態措置区域」と

いう。）について、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県の１都２府３県

から北海道、岡山県、広島県を含む１都１道２府５県に拡大する公示がなされ、拡大

された緊急事態措置区域においては同５月１６日から５月３１日まで緊急事態措置

を実施することが決定されたところですが、令和３年５月１２日付け事務連絡等の内

容を踏まえ、引き続き、適切なご対応を宜しくお願いします。

特に、緊急事態措置においては、政府及び特定都道府県は、事業者に対して、「職場

への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務（テレワーク）活用や大

型連休中の休暇取得の促進等により、出勤者数の７割削減を目指すよう働きかけを行

う」こととされており、出勤者数の削減のための取組についてご協力をお願いいたし

ます。

なお、地方公共団体が、当該地方公共団体の域外から工事従事者が来訪する場合の

感染防止対策等について要請を出している場合には、当該要請への適切なご対応を宜

しくお願いします。

また、緊急事態措置を実施すべき区域の変更に伴う対応について、別添１のとおり

地方公共団体あてに送付するとともに、別添２のとおり民間発注者団体等あてに送付

しておりますので、参考まで送付いたします。



 

事 務 連 絡 

令和３年５月１６日 

 

 

各都道府県入札契約担当部局長 殿 

各指定都市入札契約担当部局長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 
 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等を実施すべき区域の変更

（令和３年５月１４日）に伴う工事及び業務の対応について 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言等を踏まえた工事及び業務の

対応については「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等を実施すべ

き区域の変更及び期間の延長（令和３年５月７日）に伴う工事及び業務の対応に

ついて」（令和３年５月１２日付け事務連絡）等により、適切な対応をお願いし

てきたところです。  

令和３年５月１４日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対策特別

措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき区域（以下「緊急事態措置区域」とい

う。）について、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県の１都２府

３県から北海道、岡山県、広島県を含む１都１道２府５県に拡大する公示がなさ

れ、拡大された緊急事態措置区域については同５月１６日から５月３１日まで

緊急事態措置を実施することが決定されるとともに、新型インフルエンザ等対

策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を実施すべき区域（以下「重点措置

区域」という。）について、北海道、埼玉県、千葉県、神奈川県、岐阜県、三重

県、愛媛県、沖縄県の１道７県から、北海道を除き、群馬県、石川県、熊本県を

加えた１０県に変更する公示がなされ、追加された重点措置区域においては、同

５月１６日から６月１３日までまん延防止等重点措置を実施することが決定さ

れたところですが、令和３年５月１２日付け事務連絡等の内容を踏まえ、引き続

き適切なご対応を宜しくお願いします。 

各都道府県におかれては、貴都道府県内の関係市町村（指定都市を除く。）に

対しても、周知を宜しくお願いします。 
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事 務 連 絡

令和３年５月１６日

主な民間発注者団体の長 殿

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等を実施すべき区域の変更

（令和３年５月１４日）に伴う工事及び業務の対応について

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言等を踏まえた工事及び業務の対応

については「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言等を実施すべき区域の変

更及び期間の延長（令和３年５月７日）に伴う工事及び業務の対応について」（令和３

年５月１２日付け事務連絡）等により、地方公共団体等あてに通知するとともに、貴

団体など民間発注者団体等あてにも参考送付させていただいたところです。

このたび、令和３年５月１４日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対

策特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき区域（以下「緊急事態措置区域」と

いう。）について、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県の１都２府３県

から北海道、岡山県、広島県を含む１都１道２府５県に拡大する公示がなされ、拡大

された緊急事態措置区域においては同５月１６日から５月３１日まで緊急事態措置

を実施することが決定されるとともに、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づ

くまん延防止等重点措置を実施すべき区域について、北海道、埼玉県、千葉県、神奈

川県、岐阜県、三重県、愛媛県、沖縄県の１道７県から、北海道を除き、群馬県、石

川県、熊本県を加えた１０県に変更する公示がなされ、追加された重点措置区域にお

いては、同５月１６日から６月１３日までまん延防止等重点措置を実施することが決

定されたことを踏まえ、緊急事態措置等を実施すべき区域の変更に伴う対応について、

別添１のとおり地方公共団体あてに送付するとともに、別添２、３のとおり建設業者

団体等あてに送付しておりますので、参考まで送付いたします。

なお、地方公共団体が、建設業団体等に対して、当該地方公共団体の域外から工事

従事者が来訪する場合の感染防止対策等について要請を出している地域において、受

注者から当該感染防止対策について相談があった場合には、その趣旨をご理解の上、

適切にご協力いただくようお願いいたします。

また、これまでもお知らせしていたとおり、受発注者の故意又は過失により施工で

きなくなる場合を除き、資機材等の調達困難や感染者の発生など、新型コロナウイル

ス感染症の影響により工事が施工できなくなる場合は、建設工事標準請負契約約款に
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おける「不可抗力」に該当するものと考えられます。この場合、民間工事標準請負契

約約款（甲）・（乙）においては、受注者は発注者に工期の延長を請求でき、下請工事

標準請負契約約款においては、元請負人は必要があるときは工事を中止し、工期の延

長について元下間で協議することとしており、いずれの場合も増加する費用について

は発注者（元請負人）と受注者（下請負人）が協議をして決めることとされておりま

すので、引き続き適切な対応が図られるよう、改めて、傘下の会員企業等への周知を

お願いいたします。



事 務 連 絡

令和３年５月１６日

建設業者団体の長 殿

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長

新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の

変更（令和３年５月１４日）に伴う工事及び業務の対応について

新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置に関する公示を踏まえた

工事及び業務の対応については「新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点

措置を実施すべき区域の変更及び期間の延長（令和３年５月７日）に伴う工事及び業

務の対応について」（令和３年５月１２日付け事務連絡）等により、適切な対応をお願

いしてきたところです。

このたび、令和３年５月１４日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対

策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を実施すべき区域（以下「重点措置区域」

という。）について、北海道、埼玉県、千葉県、神奈川県、岐阜県、三重県、愛媛県、

沖縄県の１道７県から、北海道を除き、群馬県、石川県、熊本県を加えた１０県に変

更する公示がなされ、追加された重点措置区域においては、同５月１６日から６月１

３日までまん延防止等重点措置を実施することが決定されたところですが、令和３年

５月１２日付け事務連絡等の内容を踏まえ、引き続き、適切なご対応を宜しくお願い

します。

特に、まん延防止等重点措置においては、重点措置区域である都道府県は、事業者

に対して、「職場への出勤等について、『出勤者数の 7割削減』を目指すことも含め接

触機会の低減に向け、在宅勤務（テレワーク）や、出勤が必要となる職場でもローテ

ーション勤務等を更に徹底するよう働きかけること。特に、緊急事態措置の実施期間

においては、緊急事態措置区域等への出勤について、在宅勤務（テレワーク）の活用

や休暇取得の促進等により、出勤者数の減に努めるよう働きかけること。」とされて

おり、出勤者数の削減のための取組について都道府県へのご協力をお願いいたします。

なお、地方公共団体が、当該地方公共団体の域外から工事従事者が来訪する場合の

感染防止対策等について要請を出している場合には、当該要請への適切なご対応を宜

しくお願いします。



また、まん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更に伴う対応について、別添１

のとおり地方公共団体あてに送付するとともに、別添２のとおり民間発注者団体等あ

てに送付しておりますので、参考まで送付いたします。



 

事 務 連 絡 

令和３年５月１６日 

 

 

各都道府県入札契約担当部局長 殿 

各指定都市入札契約担当部局長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 
 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等を実施すべき区域の変更

（令和３年５月１４日）に伴う工事及び業務の対応について 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言等を踏まえた工事及び業務の

対応については「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等を実施すべ

き区域の変更及び期間の延長（令和３年５月７日）に伴う工事及び業務の対応に

ついて」（令和３年５月１２日付け事務連絡）等により、適切な対応をお願いし

てきたところです。  

令和３年５月１４日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対策特別

措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき区域（以下「緊急事態措置区域」とい

う。）について、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県の１都２府

３県から北海道、岡山県、広島県を含む１都１道２府５県に拡大する公示がなさ

れ、拡大された緊急事態措置区域については同５月１６日から５月３１日まで

緊急事態措置を実施することが決定されるとともに、新型インフルエンザ等対

策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を実施すべき区域（以下「重点措置

区域」という。）について、北海道、埼玉県、千葉県、神奈川県、岐阜県、三重

県、愛媛県、沖縄県の１道７県から、北海道を除き、群馬県、石川県、熊本県を

加えた１０県に変更する公示がなされ、追加された重点措置区域においては、同

５月１６日から６月１３日までまん延防止等重点措置を実施することが決定さ

れたところですが、令和３年５月１２日付け事務連絡等の内容を踏まえ、引き続

き適切なご対応を宜しくお願いします。 

各都道府県におかれては、貴都道府県内の関係市町村（指定都市を除く。）に

対しても、周知を宜しくお願いします。 
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事 務 連 絡

令和３年５月１６日

主な民間発注者団体の長 殿

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等を実施すべき区域の変更

（令和３年５月１４日）に伴う工事及び業務の対応について

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言等を踏まえた工事及び業務の対応

については「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言等を実施すべき区域の変

更及び期間の延長（令和３年５月７日）に伴う工事及び業務の対応について」（令和３

年５月１２日付け事務連絡）等により、地方公共団体等あてに通知するとともに、貴

団体など民間発注者団体等あてにも参考送付させていただいたところです。

このたび、令和３年５月１４日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対

策特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき区域（以下「緊急事態措置区域」と

いう。）について、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県の１都２府３県

から北海道、岡山県、広島県を含む１都１道２府５県に拡大する公示がなされ、拡大

された緊急事態措置区域においては同５月１６日から５月３１日まで緊急事態措置

を実施することが決定されるとともに、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づ

くまん延防止等重点措置を実施すべき区域について、北海道、埼玉県、千葉県、神奈

川県、岐阜県、三重県、愛媛県、沖縄県の１道７県から、北海道を除き、群馬県、石

川県、熊本県を加えた１０県に変更する公示がなされ、追加された重点措置区域にお

いては、同５月１６日から６月１３日までまん延防止等重点措置を実施することが決

定されたことを踏まえ、緊急事態措置等を実施すべき区域の変更に伴う対応について、

別添１のとおり地方公共団体あてに送付するとともに、別添２、３のとおり建設業者

団体等あてに送付しておりますので、参考まで送付いたします。

なお、地方公共団体が、建設業団体等に対して、当該地方公共団体の域外から工事

従事者が来訪する場合の感染防止対策等について要請を出している地域において、受

注者から当該感染防止対策について相談があった場合には、その趣旨をご理解の上、

適切にご協力いただくようお願いいたします。

また、これまでもお知らせしていたとおり、受発注者の故意又は過失により施工で

きなくなる場合を除き、資機材等の調達困難や感染者の発生など、新型コロナウイル

ス感染症の影響により工事が施工できなくなる場合は、建設工事標準請負契約約款に
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おける「不可抗力」に該当するものと考えられます。この場合、民間工事標準請負契

約約款（甲）・（乙）においては、受注者は発注者に工期の延長を請求でき、下請工事

標準請負契約約款においては、元請負人は必要があるときは工事を中止し、工期の延

長について元下間で協議することとしており、いずれの場合も増加する費用について

は発注者（元請負人）と受注者（下請負人）が協議をして決めることとされておりま

すので、引き続き適切な対応が図られるよう、改めて、傘下の会員企業等への周知を

お願いいたします。



 

事 務 連 絡 

令和３年５月２３日 

 

 

各都道府県入札契約担当部局長 殿 

各指定都市入札契約担当部局長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 
 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等を実施すべき区域の変更

（令和３年５月２１日）に伴う工事及び業務の対応について 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言等を踏まえた工事及び業務の

対応については「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等を実施すべ

き区域の変更（令和３年５月１４日）に伴う工事及び業務の対応について」（令

和３年５月１６日付け事務連絡）等により、適切な対応をお願いしてきたところ

です。 

令和３年５月２１日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対策特別

措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき区域（以下「緊急事態措置区域」とい

う。）について、北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、

広島県、福岡県の１都１道２府５県から沖縄県を含む１都１道２府６県に拡大

する公示がなされ、拡大された緊急事態措置区域については同５月２３日から

６月２０日まで緊急事態措置を実施することが決定されるとともに、新型イン

フルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を実施すべき区域

について、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、石川県、岐阜県、三重県、愛媛

県、熊本県、沖縄県の１０県から、同５月２２日をもって、愛媛県、沖縄県を除

いた８県に変更する公示がなされたところですが、令和３年５月１６日付け事

務連絡等の内容を踏まえ、引き続き適切なご対応を宜しくお願いします。 

各都道府県におかれては、貴都道府県内の関係市町村（指定都市を除く。）に

対しても、周知を宜しくお願いします。 



 

事 務 連 絡 

令 和 ３ 年 ５ 月 ２ ３ 日 

 

 

建設業者団体の長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更

（令和３年５月２１日）に伴う工事及び業務の対応について 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応に

ついては「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更

（令和３年５月１４日）に伴う工事及び業務の対応について」（令和３年５月１６日

付け事務連絡）等により、適切な対応をお願いしてきたところです。 

このたび、令和３年５月２１日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対

策特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき区域（以下「緊急事態措置区域」と

いう。）について、北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島

県、福岡県の１都１道２府５県から沖縄県を含む１都１道２府６県に拡大する公示が

なされ、拡大された緊急事態措置区域においては同５月２３日から６月２０日まで緊

急事態措置を実施することが決定されたところですが、令和３年５月１６日付け事務

連絡等の内容を踏まえ、引き続き、適切なご対応を宜しくお願いします。 

特に、緊急事態措置においては、政府及び特定都道府県は、事業者に対して、「職場

への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務（テレワーク）活用や大

型連休中の休暇取得の促進等により、出勤者数の７割削減を目指すよう働きかけを行

う」こととされており、出勤者数の削減のための取組についてご協力をお願いいたし

ます。 

また、雇用調整助成金については、緊急事態措置区域においては、４月末までと同

水準の支援を６月末まで行うこととされておりますので、改めて会員企業に周知徹底

し、必要な場合にはその積極的活用を促すようお願いいたします。 

 

なお、地方公共団体が、当該地方公共団体の域外から工事従事者が来訪する場合の

感染防止対策等について要請を出している場合には、当該要請への適切なご対応を宜

しくお願いします。 

また、緊急事態措置を実施すべき区域の変更に伴う対応について、別添１のとおり

地方公共団体あてに送付するとともに、別添２のとおり民間発注者団体等あてに送付

しておりますので、参考まで送付いたします。 



 

事 務 連 絡 

令 和 ３ 年 ５ 月 ２ ３ 日 

 

 

建設業者団体の長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の

変更（令和３年５月２１日）に伴う工事及び業務の対応について 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置に関する公示を踏まえた

工事及び業務の対応については「新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点

措置を実施すべき区域の変更（令和３年５月１４日）に伴う工事及び業務の対応につ

いて」（令和３年５月１６日付け事務連絡）等により、適切な対応をお願いしてきたと

ころです。 

このたび、令和３年５月２１日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対

策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を実施すべき区域（以下「重点措置区域」

という。）について、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、石川県、岐阜県、三重県、

愛媛県、熊本県、沖縄県の１０県から、同５月２２日をもって、愛媛県、沖縄県を除

いた８県に変更する公示がなされたところですが、令和３年５月１６日付け事務連絡

等の内容を踏まえ、引き続き、適切なご対応を宜しくお願いします。 

特に、まん延防止等重点措置においては、重点措置区域である都道府県は、事業者

に対して、「職場への出勤等について、『出勤者数の 7割削減』を目指すことも含め接

触機会の低減に向け、在宅勤務（テレワーク）や、出勤が必要となる職場でもローテ

ーション勤務等を更に徹底するよう働きかけること。特に、緊急事態措置の実施期間

においては、緊急事態措置区域等への出勤について、在宅勤務（テレワーク）の活用

や休暇取得の促進等により、出勤者数の減に努めるよう働きかけること。」とされて

おり、出勤者数の削減のための取組について都道府県へのご協力をお願いいたします。 

また、雇用調整助成金については、重点措置区域においては、４月末までと同水準

の支援を６月末まで行うこととされておりますので、改めて会員企業に周知徹底し、

必要な場合にはその積極的活用を促すようお願いいたします。 

なお、地方公共団体が、当該地方公共団体の域外から工事従事者が来訪する場合の

感染防止対策等について要請を出している場合には、当該要請への適切なご対応を宜

しくお願いします。 



 

 また、まん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更に伴う対応について、別添１

のとおり地方公共団体あてに送付するとともに、別添２のとおり民間発注者団体等あ

てに送付しておりますので、参考まで送付いたします。 



 

事 務 連 絡 

令 和 ３ 年 ５ 月 ２ ３ 日 

 

 

主な民間発注者団体の長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等を実施すべき区域の変更

（令和３年５月２１日）に伴う工事及び業務の対応について 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言等を踏まえた工事及び業務の対応

については「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言等を実施すべき区域の変

更（令和３年５月１４日）に伴う工事及び業務の対応について」（令和３年５月１６日

付け事務連絡）等により、地方公共団体等あてに通知するとともに、貴団体など民間

発注者団体等あてにも参考送付させていただいたところです。 

このたび、令和３年５月２１日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対

策特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき区域（以下「緊急事態措置区域」と

いう。）について、北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島

県、福岡県の１都１道２府５県から沖縄県を含む１都１道２府６県に拡大する公示が

なされ、拡大された緊急事態措置区域においては同５月２３日から６月２０日まで緊

急事態措置を実施することが決定されるとともに、新型インフルエンザ等対策特別措

置法に基づくまん延防止等重点措置を実施すべき区域について、群馬県、埼玉県、千

葉県、神奈川県、石川県、岐阜県、三重県、愛媛県、熊本県、沖縄県の１０県から、

同５月２２日をもって、愛媛県、沖縄県を除いた８県に変更する公示がなされたこと

を踏まえ、緊急事態措置等を実施すべき区域の変更に伴う対応について、別添１のと

おり地方公共団体あてに送付するとともに、別添２、３のとおり建設業者団体等あて

に送付しておりますので、参考まで送付いたします。 

 

なお、地方公共団体が、建設業団体等に対して、当該地方公共団体の域外から工事

従事者が来訪する場合の感染防止対策等について要請を出している地域において、受

注者から当該感染防止対策について相談があった場合には、その趣旨をご理解の上、

適切にご協力いただくようお願いいたします。 

また、これまでもお知らせしていたとおり、受発注者の故意又は過失により施工で

きなくなる場合を除き、資機材等の調達困難や感染者の発生など、新型コロナウイル

ス感染症の影響により工事が施工できなくなる場合は、建設工事標準請負契約約款に

おける「不可抗力」に該当するものと考えられます。この場合、民間工事標準請負契



 

約約款（甲）・（乙）においては、受注者は発注者に工期の延長を請求でき、下請工事

標準請負契約約款においては、元請負人は必要があるときは工事を中止し、工期の延

長について元下間で協議することとしており、いずれの場合も増加する費用について

は発注者（元請負人）と受注者（下請負人）が協議をして決めることとされておりま

すので、引き続き適切な対応が図られるよう、改めて、傘下の会員企業等への周知を

お願いいたします。 

 

 



 

事 務 連 絡 

令 和 ３ 年 ６ 月 １ 日 

 

 

建設業者団体の長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき期間の延長

（令和３年５月２８日）に伴う工事及び業務の対応について 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応に

ついては「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更

（令和３年５月２１日）に伴う工事及び業務の対応について」（令和３年５月２３日

付け事務連絡）等により、適切な対応をお願いしてきたところです。 

このたび、令和３年５月２８日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対

策特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき期間について、北海道、東京都、愛

知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、福岡県の１都１道２府５県におい

て、同５月３１日から６月２０日まで延長することが決定されたところですが、令和

３年５月２３日付け事務連絡等の内容を踏まえ、引き続き、適切なご対応を宜しくお

願いします。 

特に、緊急事態措置においては、政府及び特定都道府県は、事業者に対して、「職場

への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務（テレワーク）活用や大

型連休中の休暇取得の促進等により、出勤者数の７割削減を目指すよう働きかけを行

う」こととされており、出勤者数の削減のための取組についてご協力をお願いいたし

ます。 

また、雇用調整助成金については、緊急事態措置を実施すべき区域においては、４

月末までと同水準の支援を６月末まで行うこととされておりますので、改めて会員企

業に周知徹底し、必要な場合にはその積極的活用を促すようお願いいたします。 

 

なお、地方公共団体が、当該地方公共団体の域外から工事従事者が来訪する場合の

感染防止対策等について要請を出している場合には、当該要請への適切なご対応を宜

しくお願いします。 

また、緊急事態措置を実施すべき期間の延長に伴う対応について、別添１のとおり

地方公共団体あてに送付するとともに、別添２のとおり民間発注者団体等あてに送付

しておりますので、参考まで送付いたします。 



 

事 務 連 絡 

令和３年６月１日 

 

 

各都道府県入札契約担当部局長 殿 

各指定都市入札契約担当部局長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 
 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等を実施すべき期間の延長

（令和３年５月２８日）に伴う工事及び業務の対応について 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言等を踏まえた工事及び業務の

対応については「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等を実施すべ

き区域の変更（令和３年５月２１日）に伴う工事及び業務の対応について」（令

和３年５月２３日付け事務連絡）等により、適切な対応をお願いしてきたところ

です。 

令和３年５月２８日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対策特別

措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき期間について、北海道、東京都、愛知

県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、福岡県の１都１道２府５県にお

いて、同５月３１日から６月２０日まで延長することが決定されるとともに、新

型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を実施すべ

き期間について、埼玉県、千葉県、神奈川県、岐阜県、三重県、の５県において、

同５月３１日から６月２０日まで延長することが決定されたところですが、令

和３年５月２３日付け事務連絡等の内容を踏まえ、引き続き適切なご対応を宜

しくお願いします。 

各都道府県におかれては、貴都道府県内の関係市町村（指定都市を除く。）に

対しても、周知を宜しくお願いします。 
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事 務 連 絡 

令 和 ３ 年 ６ 月 １ 日 

 

 

主な民間発注者団体の長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等を実施すべき期間の延長

（令和３年５月２８日）に伴う工事及び業務の対応について 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言等を踏まえた工事及び業務の対応

については「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言等を実施すべき区域の変

更（令和３年５月２１日）に伴う工事及び業務の対応について」（令和３年５月２３日

付け事務連絡）等により、地方公共団体等あてに通知するとともに、貴団体など民間

発注者団体等あてにも参考送付させていただいたところです。 

このたび、令和３年５月２８日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対

策特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき期間について、北海道、東京都、愛

知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、福岡県の１都１道２府５県におい

て、同５月２３日から６月２０日まで延長することが決定されるとともに、新型イン

フルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を実施すべき期間につ

いて、埼玉県、千葉県、神奈川県、岐阜県、三重県、の５県において、同５月３１日

から６月２０日まで延長することが決定されたことを踏まえ、緊急事態措置等を実施

すべき期間の延長に伴う対応について、別添１のとおり地方公共団体あてに送付する

とともに、別添２、３のとおり建設業者団体等あてに送付しておりますので、参考ま

で送付いたします。 

 

なお、地方公共団体が、建設業団体等に対して、当該地方公共団体の域外から工事

従事者が来訪する場合の感染防止対策等について要請を出している地域において、受

注者から当該感染防止対策について相談があった場合には、その趣旨をご理解の上、

適切にご協力いただくようお願いいたします。 

また、これまでもお知らせしていたとおり、受発注者の故意又は過失により施工で

きなくなる場合を除き、資機材等の調達困難や感染者の発生など、新型コロナウイル

ス感染症の影響により工事が施工できなくなる場合は、建設工事標準請負契約約款に

おける「不可抗力」に該当するものと考えられます。この場合、民間工事標準請負契

約約款（甲）・（乙）においては、受注者は発注者に工期の延長を請求でき、下請工事

標準請負契約約款においては、元請負人は必要があるときは工事を中止し、工期の延
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長について元下間で協議することとしており、いずれの場合も増加する費用について

は発注者（元請負人）と受注者（下請負人）が協議をして決めることとされておりま

すので、引き続き適切な対応が図られるよう、改めて、傘下の会員企業等への周知を

お願いいたします。 

 

 



 

事 務 連 絡 

令 和 ３ 年 ６ 月 １ 日 

 

 

建設業者団体の長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき期間の

延長（令和３年５月２８日）に伴う工事及び業務の対応について 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置に関する公示を踏まえた

工事及び業務の対応については「新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点

措置を実施すべき区域の変更（令和３年５月２１日）に伴う工事及び業務の対応につ

いて」（令和３年５月２３日付け事務連絡）等により、適切な対応をお願いしてきたと

ころです。 

このたび、令和３年５月２８日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対

策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を実施すべき期間について、埼玉県、千

葉県、神奈川県、岐阜県、三重県、の５県において、同５月３１日から６月２０日ま

で延長することが決定されたところですが、令和３年５月２３日付け事務連絡等の内

容を踏まえ、引き続き、適切なご対応を宜しくお願いします。 

特に、まん延防止等重点措置においては、まん延防止等重点措置を実施すべき区域

（以下「重点措置区域」という。）である都道府県は、事業者に対して、「職場への出

勤等について、『出勤者数の 7 割削減』を目指すことも含め接触機会の低減に向け、

在宅勤務（テレワーク）や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を更に

徹底するよう働きかけること。特に、緊急事態措置の実施期間においては、緊急事態

措置区域等への出勤について、在宅勤務（テレワーク）の活用や休暇取得の促進等に

より、出勤者数の減に努めるよう働きかけること。」とされており、出勤者数の削減の

ための取組について都道府県へのご協力をお願いいたします。 

また、雇用調整助成金については、重点措置区域においては、４月末までと同水準

の支援を６月末まで行うこととされておりますので、改めて会員企業に周知徹底し、

必要な場合にはその積極的活用を促すようお願いいたします。 

なお、地方公共団体が、当該地方公共団体の域外から工事従事者が来訪する場合の

感染防止対策等について要請を出している場合には、当該要請への適切なご対応を宜

しくお願いします。 



 

 また、まん延防止等重点措置を実施すべき期間の延長に伴う対応について、別添１

のとおり地方公共団体あてに送付するとともに、別添２のとおり民間発注者団体等あ

てに送付しておりますので、参考まで送付いたします。 



 

事 務 連 絡 

令和３年６月１日 

 

 

各都道府県入札契約担当部局長 殿 

各指定都市入札契約担当部局長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 
 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等を実施すべき期間の延長

（令和３年５月２８日）に伴う工事及び業務の対応について 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言等を踏まえた工事及び業務の

対応については「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等を実施すべ

き区域の変更（令和３年５月２１日）に伴う工事及び業務の対応について」（令

和３年５月２３日付け事務連絡）等により、適切な対応をお願いしてきたところ

です。 

令和３年５月２８日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対策特別

措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき期間について、北海道、東京都、愛知

県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、福岡県の１都１道２府５県にお

いて、同５月３１日から６月２０日まで延長することが決定されるとともに、新

型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を実施すべ

き期間について、埼玉県、千葉県、神奈川県、岐阜県、三重県、の５県において、

同５月３１日から６月２０日まで延長することが決定されたところですが、令

和３年５月２３日付け事務連絡等の内容を踏まえ、引き続き適切なご対応を宜

しくお願いします。 

各都道府県におかれては、貴都道府県内の関係市町村（指定都市を除く。）に

対しても、周知を宜しくお願いします。 
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事 務 連 絡 

令 和 ３ 年 ６ 月 １ 日 

 

 

主な民間発注者団体の長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等を実施すべき期間の延長

（令和３年５月２８日）に伴う工事及び業務の対応について 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言等を踏まえた工事及び業務の対応

については「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言等を実施すべき区域の変

更（令和３年５月２１日）に伴う工事及び業務の対応について」（令和３年５月２３日

付け事務連絡）等により、地方公共団体等あてに通知するとともに、貴団体など民間

発注者団体等あてにも参考送付させていただいたところです。 

このたび、令和３年５月２８日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対

策特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき期間について、北海道、東京都、愛

知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、福岡県の１都１道２府５県におい

て、同５月２３日から６月２０日まで延長することが決定されるとともに、新型イン

フルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を実施すべき期間につ

いて、埼玉県、千葉県、神奈川県、岐阜県、三重県、の５県において、同５月３１日

から６月２０日まで延長することが決定されたことを踏まえ、緊急事態措置等を実施

すべき期間の延長に伴う対応について、別添１のとおり地方公共団体あてに送付する

とともに、別添２、３のとおり建設業者団体等あてに送付しておりますので、参考ま

で送付いたします。 

 

なお、地方公共団体が、建設業団体等に対して、当該地方公共団体の域外から工事

従事者が来訪する場合の感染防止対策等について要請を出している地域において、受

注者から当該感染防止対策について相談があった場合には、その趣旨をご理解の上、

適切にご協力いただくようお願いいたします。 

また、これまでもお知らせしていたとおり、受発注者の故意又は過失により施工で

きなくなる場合を除き、資機材等の調達困難や感染者の発生など、新型コロナウイル

ス感染症の影響により工事が施工できなくなる場合は、建設工事標準請負契約約款に

おける「不可抗力」に該当するものと考えられます。この場合、民間工事標準請負契

約約款（甲）・（乙）においては、受注者は発注者に工期の延長を請求でき、下請工事

標準請負契約約款においては、元請負人は必要があるときは工事を中止し、工期の延
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長について元下間で協議することとしており、いずれの場合も増加する費用について

は発注者（元請負人）と受注者（下請負人）が協議をして決めることとされておりま

すので、引き続き適切な対応が図られるよう、改めて、傘下の会員企業等への周知を

お願いいたします。 

 

 



 

事 務 連 絡 

令和３年６月８日 

 

 

主な民間発注者団体の長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る職域接種を踏まえた工事及び業務の対応

について 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る工事及び業務の対応については、「新型コロナウ

イルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について」（令和３

年４月 25 日付け事務連絡）等に基づき、地方公共団体等あてに送付するとともに、

貴団体など民間発注者団体等あてにも参考送付させていただいたところです。 

このたび、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について、新型コロナワクチ

ンの職域接種を令和３年６月 21 日から開始することが可能とされ、同年６月８日に

職域接種の申請受付が開始されたことを踏まえ、新型コロナウイルス感染症に係る職

域接種への積極的な対応について、別添１のとおり建設業者団体等あてに送付してお

りますので、貴職におかれましては、当該取組についてご理解と適切な対応をお願い

するとともに、会員、傘下団体等に周知いただきますようお願いいたします。 

なお、新型コロナウイルス感染症に係る職域接種を踏まえた工事及び業務の対応に

ついて、別添２のとおり地方公共団体あてに送付しておりますので、参考まで送付い

たします。 



 

事 務 連 絡 

令和３年６月８日 

 

 

建設業者団体の長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る職域接種への積極的な対応について（依頼） 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る工事及び業務の対応については、「新型コロナウ

イルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について」（令和３

年４月 25 日付け事務連絡）等に基づき、適切な対応をお願いしてきたところです。 

また、令和３年５月 31 日には「企業による職域接種に関するアンケート」を送付

し、職域接種の希望調査にご協力いただいているところです。 

このたび、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について、新型コロナワクチ

ンの職域接種を令和３年６月 21 日から開始することが可能とされ、同年６月８日に

職域接種の申請受付が開始されたことを踏まえ、貴職におかれましては、引き続き当

該取組についてご理解と適切な対応をお願いするとともに、会員、傘下団体等に周知

いただきますようお願いいたします。 

なお、新型コロナウイルス感染症に係る職域接種を踏まえた工事及び業務の対応に

ついて、別添１のとおり地方公共団体あてに送付するとともに、別添２のとおり民間

発注者団体等あてに送付しておりますので、参考まで送付いたします。 
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事 務 連 絡 

令和３年６月８日 

 
 

各都道府県入札契約担当部局長 殿 
各指定都市入札契約担当部局長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 
 

 

新型コロナウイルス感染症に係る職域接種を踏まえた 

工事及び業務の対応について 

 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止については、新型コロナワクチンの

職域接種を令和３年６月 21日から開始することが可能とされ、同年６月８日に

職域接種の申請受付が開始されたところです。 

また、新型コロナウイルス感染症に係る工事及び業務の対応については「新型

コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言等を踏まえた工事及び業務の対応に

ついて」（令和３年４月 25日付け国不入企第３号）等に基づき、新型コロナウイ

ルスの罹患等により現場の施工を継続することが困難となった場合の他、受注

者から工期延長等の申し出があった場合で必要があると認められるときにおけ

る工期の見直し及びこれに伴い必要となる請負代金額の変更や、新型コロナウ

イルス感染症の感染拡大防止対策を講じた場合に要した費用の上乗せ等の柔軟

な契約変更等、適切な対応をお願いしてきたところです。 

今般、新型コロナワクチンの職域接種の申請受付開始を踏まえて、建設業者団

体宛てに職域接種への積極的な対応について、別添１のとおり通知したところ

であり、公共工事の受注者における円滑な職域接種の実施を図る観点からも、令

和３年４月 25日付け国不入企第３号等に基づいた上記措置について、必要に応

じ適切なご対応を行っていただきますようお願いいたします。 

併せて、新型コロナウイルス感染症に係る職域接種を踏まえた、国土交通省直

轄事業における対応について、別添２のとおり定めておりますので、ご参考にお

知らせします。 

各都道府県におかれては、貴都道府県内の関係市町村（指定都市を除く。）に

対しても、周知を宜しくお願いします。 
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事 務 連 絡 

令和３年６月７日 

 

大臣官房官庁営繕部 各 課 長 殿 

各 地 方 整 備 局 総 務 部 長 殿 

企 画 部 長 殿 

営 繕 部 長 殿 

港湾空港部長 殿 

北 海 道 開 発 局 事業振興部長 殿 

営 繕 部 長 殿 

各 地 方 航 空 局 総 務 部 長 殿 

空 港 部 長 殿 

保 安 部 長 殿 

国土技術政策総合研究所 総 務 部 長 殿 

          管理調整部長 殿 

国 土 地 理 院 総 務 部 長 殿 

          企 画 部 長 殿 

 

   国土交通省  

大 臣 官 房 会 計 課 長 

大 臣 官 房 技 術 調 査 課 長 

大 臣 官 房 公 共 事 業 調 査 室 長

大臣官房官庁営繕部管理課長 

大臣官房官庁営繕部計画課長 

港 湾 局 総 務 課 長 

港 湾 局 技 術 企 画 課 長 

航 空 局 予 算 ・ 管 財 室 長 

     航空局航空ネットワーク部空港技術課長 

航空局交通管制部交通管制企画課長 

北 海 道 局 予 算 課 長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る職域接種を踏まえた 

工事及び業務の対応について 

 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について、令和３年５月 28日に厚生労働

省健康局予防接種室及び経済産業省生活物資等供給確保戦略室から関係省庁に対し

「職域接種の要望確認について」（別紙１）が発出されたことを踏まえ、国土交通省不

動産・建設経済局建設業課から建設業法第 27条の 37の規定に基づく届出団体に対し、

「企業による職域接種に関するアンケート」（以下「アンケート」。別紙２）により、６

月４日に一次締切、同月 11日に二次締切として職域接種の希望について調査が行われ

ているところである。 

新型コロナウイルス感染症に係る工事及び業務の対応については、これまで「新型コ

ロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について」（令

和３年１月７日付け国会公契第 29号、国官技第 251号、国官総第 151号、国営管第 412
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号、国営計第 118号、国港総第 514号、国港技第 65号、国空予管第 580号、国空空技

第 282 号、国空交企第 206 号、国北予第 46 号。）及び「新型コロナウイルス感染症に

係るまん延防止等重点措置を踏まえた工事及び業務の対応について」（令和３年４月５

日付け国会公契第１号、国官技第２号、国官総第１号、国営管第４号、国営計第９号、

国港総第７号、国港技第２号、国空予管第７号、国空空技第２号、国空交企第２号、国

北予第１号。）等に基づき、受注者の希望に応じた一時中止措置や感染拡大防止対策に

係る設計変更等について取扱いを定めたところであるが、受注者から職域接種に伴う

一時中止措置や設計変更の希望がある場合等には、同通知に基づき遺漏なきよう措置

されたい。 



 

事 務 連 絡 

令和３年６月２１日 

 

 

建設業者団体の長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更及

び期間の延長（令和３年６月１７日）に伴う工事及び業務の対応について 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応に

ついては「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき期間の延長

（令和３年５月２８日）に伴う工事及び業務の対応について」（令和３年６月１日付

け事務連絡）等により、適切な対応をお願いしてきたところです。 

このたび、令和３年６月１７日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対

策特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき区域について、北海道、東京都、愛

知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、福岡県、沖縄県の１都１道２府６

県から沖縄県のみに変更するとともに、実施すべき期間について同７月１１日まで延

長することが決定されたところですが、令和３年６月１日付け事務連絡等の内容を踏

まえ、引き続き、適切なご対応を宜しくお願いします。 

特に、緊急事態措置においては、政府及び特定都道府県は、事業者に対して、「職場

への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務（テレワーク）活用や休

暇取得の促進等により、出勤者数の７割削減を目指すよう働きかけを行う」こととさ

れており、出勤者数の削減のための取組についてご協力をお願いいたします。 

また、雇用調整助成金については、緊急事態措置を実施すべき区域においては、６

月末までと同水準の支援を８月末まで行うこととされましたので、改めて会員企業に

周知徹底し、必要な場合にはその積極的活用を促すようお願いいたします。 

さらに、新型コロナウイルス感染症に係る職域接種への積極的な対応について、「新

型コロナウイルス感染症に係る職域接種への積極的な対応について（依頼）」（令和３

年６月８日付け事務連絡）の内容を踏まえ、引き続き、適切なご対応を宜しくお願い

いたします。特に、大企業においては、下請け先や取引先、当該企業の職員の家族を

含めて広く接種を行っていただくことや、中小企業においては、業界団体等で共同で

接種会場の設置を進めていただくことをご検討いただくようお願いいたします。 

 

なお、地方公共団体が、当該地方公共団体の域外から工事従事者が来訪する場合の

感染防止対策等について要請を出している場合には、当該要請への適切なご対応を宜



 

しくお願いします。 

また、緊急事態措置を実施すべき区域の変更及び期間の延長に伴う対応について、

別添１のとおり地方公共団体あてに送付するとともに、別添２のとおり民間発注者団

体等あてに送付しておりますので、参考まで送付いたします。 



 

事 務 連 絡 

令和３年６月２１日 

 

 

建設業者団体の長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の変

更及び期間の延長（令和３年６月１７日）に伴う工事及び業務の対応について 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置に関する公示を踏まえた

工事及び業務の対応については「新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点

措置を実施すべき期間の延長（令和３年５月２８日）に伴う工事及び業務の対応につ

いて」（令和３年６月１日付け事務連絡）等により、適切な対応をお願いしてきたとこ

ろです。 

このたび、令和３年６月１７日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対

策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を実施すべき区域について、埼玉県、千

葉県、神奈川県、岐阜県、三重県の５県に、北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪

府、兵庫県、福岡県を追加し、岐阜県、三重県を除いた１道１都２府６県に変更する

とともに、実施すべき期間について同７月１１日まで延長することが決定されたとこ

ろですが、令和３年６月１日付け事務連絡等の内容を踏まえ、引き続き、適切なご対

応を宜しくお願いします。 

特に、まん延防止等重点措置においては、まん延防止等重点措置を実施すべき区域

（以下「重点措置区域」という。）である都道府県は、事業者に対して、「職場への出

勤等について、『出勤者数の 7 割削減』を目指すことも含め接触機会の低減に向け、

在宅勤務（テレワーク）や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を更に

徹底するよう働きかけること。」とされており、出勤者数の削減のための取組につい

て都道府県へのご協力をお願いいたします。 

また、雇用調整助成金については、重点措置区域においては、６月末までと同水準

の支援を８月末まで行うこととされましたので、改めて会員企業に周知徹底し、必要

な場合にはその積極的活用を促すようお願いいたします。 

さらに、新型コロナウイルス感染症に係る職域接種への積極的な対応について、「新

型コロナウイルス感染症に係る職域接種への積極的な対応について（依頼）」（令和３

年６月８日付け事務連絡）の内容を踏まえ、引き続き、適切なご対応を宜しくお願い



 

いたします。特に、大企業においては、下請け先や取引先、当該企業の職員の家族を

含めて広く接種を行っていただくことや、中小企業においては、業界団体等で共同で

接種会場の設置を進めていただくことをご検討いただくようお願いいたします。 

 

なお、地方公共団体が、当該地方公共団体の域外から工事従事者が来訪する場合の

感染防止対策等について要請を出している場合には、当該要請への適切なご対応を宜

しくお願いします。 

 また、まん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更及び期間の延長に伴う対応に

ついて、別添１のとおり地方公共団体あてに送付するとともに、別添２のとおり民間

発注者団体等あてに送付しておりますので、参考まで送付いたします。 


